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地域の魅力向上・地域資源の活用による
観光・地域づくり



：重点22市場からのインバウンドの回復及びさらなる誘客に向けて､近畿運輸局

と連携して地域の魅力を発信し、関西への来訪を促進する訪日プロモーション事業。

JNTOのデジタルマーケティング分析結果等も活用し、外国人旅行者にまだ知られ

ていない地域の観光資源を発信する。

：事業効果が分析可能であり、その分析結果をJNTO が行うデジタルマーケティ

ング等に活用できる事業について、国は原則事業費の1/2 を負担する。

※補助金･交付金ではなく、国の発注により実施する共同事業

：事業実施年度の前年（例年９月頃）に実施方針説明会を開催し、事業提案を

公募。ヒアリング実施後、観光庁において事業採択の決定

地域が広域に連携

◆政府目標である2030年訪日外国人旅行者数6,000万人等の達成に向け、訪日外国人旅行者の地方部
への誘客を促進させるため、新型コロナ収束後のインバウンド観光における構造的な変化を見据えた、
訪日外国人旅行者の多様なニーズを踏まえ、地方（自治体及び民間企業等）の発意の元に自らが主体
となり、日本政府観光局（JNTO）とも連携しつつ、地域の魅力ある観光資源を戦略的かつ効果的に
発信する。

富裕層市場
教育旅行

MICE

効果的なプロモーション

ＢtoＣ ＢtoＢ

ターゲット特化

成熟した市場
リピーター層

新興市場
訪日無関心層

メディア招請 旅行会社招請

WEB
SNS

旅行博

ｾｰﾙｽｺｰﾙ
ｾﾐﾅｰ

欧米豪市場

１. 地域の観光資源を活用したプロモーション事業

概 要

対象者

対象事業

事業費

手続等

実施スキーム

②事業計画案

民間企業

観光団体
DMO

自治体

連携

③事業計画の確認/決定

近畿
運輸局

①実施方針

④ノウハウの提供

協議

観光庁

JNTO

国と地域が連携して事業を計画・実施

：近畿運輸局との連携が可能な地方自治体、観光団体、民間企業等
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■重点22市場

■事業内容の例

【国内で実施する事業】 ○海外旅行会社の招請 ○海外メディア・インフルエンサー等の招請 ○海外教育関係者の招請

旅行会社等への訪問・現地PRセミナー 現地媒体・WEB等を活用した情報発信

【国外で実施する事業】 ○海外旅行博への出展 ○現地旅行会社等への訪問 ○現地でのセミナー・商談会への参加・開催

【共同広告・情報発信】 ○海外の新聞・雑誌への記事掲載 ○WEB・SNSを活用した情報発信

招請事業（ファムトリップ） 海外旅行博への出展

海外で開催される旅行博でPRブースを出展し「KANSAI」の認知度向上
による誘客を促進

海外の政府関係機関や旅行会社・メディア等を訪問し、観光交流、訪日
旅行商品の造成、メディアへの露出拡大等を促進

海外の新聞・雑誌、WEB・SNSを活用して関西の情報を拡散し、魅力
を発信

中国、韓国、台湾、米国、香港、豪州、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、
カナダ、英国、フランス、ドイツ、フィリピン、ベトナム、インド、ロシア、イタリア、
スペイン、メキシコ、中東地域*

*UAE、サウジアラビアを中心としたGCC 加盟6 ヶ国、トルコ、イスラエル

地域の観光資源を活用したプロモーション事業の概要

○問い合わせ・申請先：近畿運輸局 観光部 国際観光課
TEL：06-6959-6796 FＡＸ：06-6949-6135

海外の旅行会社やメディア等を招請し、関西の歴史や伝統文化等の
体験を通じた訪日旅行商品造成や現地媒体での記事掲載等を促進
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２. 持続可能な観光推進モデル事業 令和４年度予算案額：
１５０百万円

概 要

対象者

世界的に「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）（※）」への関心が高まる中、
我が国が世界の旅行者から選ばれる観光地となるよう、モデル形成を通じた地域における
マネジメント体制の構築等を通じて、オーバーツーリズムやカーボンニュートラルにも
対応した持続可能な観光の推進を図る。

（※）国際観光機関（UNWTO）における「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）」の定義：
訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在
および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光

支援内容

スケジュール

①持続可能な観光地経営のモデル形成

② 持続可能な観光を実践する地域人材の育成・創出

③ 観光サービスを提供する地域の事業者群の取組の促進

地方公共団体、DMO、民間事業者

「日本版持続可能なガイドライン（JSTS-D）」の実践を通じて、持続可能な観光地
経営のモデルを形成し、その取組の全国展開を図る。

持続可能な観光に関する専門家派遣等を通じて、地域において持続可能な観光を実践す
る地域人材の育成・創出を図る。

地域において持続可能な観光に取り組む事業者によるプラットフォームの形成を支援す
ることにより、機運の醸成や取組の促進を図る。

令和４年４月募集開始予定

日本版持続可能な観光
ガイドライン（JSTS-D）

（１）自己分析ツール：観光政策の決定、観光計画の策定に資するガイドラインとして活用

（２）コミュニケーションツール：地域が一体となって持続可能な地域観光地づくりに

取り組む契機に

（３）プロモーションツール：観光地としてのブランド化、国際競争力の向上

「日本版持続可能な観光ガイドライン」の役割

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室
TEL: 03-5253-8972
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３. ポストコロナを見据えた新たなコンテンツ形成支援事業
令和４年度予算案額：
４４８百万円の内数

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

・ ポストコロナを見据え、中長期滞在者や反復継続した来訪者などの新たな交流市場の
開拓や新たに関心の高まっているニーズの取り込みに万全を期す必要がある。

・ このため、新たな市場やニーズの開拓に取り組もうとする地域に対する支援（第２の
ふるさとづくり（何度も地域に通う旅、帰る旅）等）を行う。

新たな市場・ニーズを開拓し誘客に取り組もうとするＤＭＯ・事業者・自治体等

・ 人々のニーズの多様化を踏まえた、誘客テーマやターゲットの明確化、コンテンツ
の高付加価値化、マーケティング等の専門家等によるノウハウ支援等

・ 特に、密を避け自然環境に触れる旅へのニーズの増加、田舎にあこがれを持って関
わりを求める動きを踏まえた、いわば「第２のふるさと」を作り「何度も地域に通う
旅、帰る旅」という新たなスタイルのモデル実証

Step1 
地域を知る

Step２
地域を訪れる

Step３
何度も訪れる

Step４
地域に根付く

（旅マエ） （旅ナカ） （旅アト）

有識者会議での検討および令和3年度中に実施するニーズ調査等を踏まえ、決定する予定。

支援内容

現時点では、専門家等によるノウハウ支援等を実施する予定だが、詳細は今年度中に
実施するニーズ調査等を踏まえて決定する予定。

支援手続スケジュール（予定）

令和３年度中：モデル実証地域の公募
令和４年度 ：モデル実証開始

詳細は決まり次第、随時観光庁Webサイトにて公表予定。
中間とりまとめ等、有識者会議の関連資料については、以下のページに掲載中。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/dai2nofurusato.html

備考

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光資源課
TEL 03-5253-8924

8



登録DMOまたは、地方公共団体

※登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた事業の実施主体に限る。

４. 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 令和４年度予算案額：
７６３百万円

事業イメージ

概 要

対象者

旅行者の混雑や密を低減させつつ、国内外の旅行者の各地域への周遊を促進するため、
観光地域づくり法人（DMO）が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策定、
滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信といった取組に
対して総合的な支援を行う。

対象事業

①調査・戦略策定

②滞在コンテンツの充実

③受入環境整備

④旅行商品流通環境整備

⑤情報発信・プロモーション

※ただし、地方ブロック毎に開催される連絡調整会議における調整を行ったものに限る。
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○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光地域振興課
TEL 03-5253-8328

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
TEL 06-6949-6411

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

令和３年１２月２日～令和４年１月２４日：令和４年度事業計画（案）募集期間

令和４年２月：連絡調整会議実施予定

令和４年４月：交付決定予定

【支援対象事業】

①調査・戦略策定

②滞在コンテンツの充実

③受入環境整備、

④旅行商品流通環境整備

⑤情報発信・プロモーション

【補助率】

①：事業費の 10/10（上限1,000万円）

②③④⑤：事業費の1/2

※継続事業については2年目:2/5、3年目以降:1/3
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５. 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業 令和４年度予算案額:
１百万円

事業イメージ

概 要

インバウンドに対応したマネジメント体制が確立された観光地域づくり法人を対象に、

以下の支援を実施。

全国各地で世界的な競争力を有する魅力ある観光地域づくりを促進するため、全国の優良な
観光地域づくり法人（DMO）の体制を強化する。

※令和３年度補正予算事業（約１００億円の内数）も活用

③ 安定的な財源の確保のための自主財源（地方税）

導入に向けた関係者の合意形成

特定財源（地方税）導入に向けた観光事業者等の合意形成に

資する、勉強会・シンポジウムの開催等の取組に係る費用を支援

① インバウンドにより地域全体の経済効果を高めるための投資戦略や

ビジネスモデルを確立するための外部専門人材の登用

以下の４分野において専門性を有する人材をDMOが登用するために

要する費用を支援

・インバウンドに関するデータ分析・誘客戦略の策定

・外国人旅行者に選好される魅力的なコンテンツの開発・強化

・外国人旅行者が快適かつ安全に周遊・滞在できる受入環境の整備

・国外向けの戦略的な情報発信・プロモーション

② OJT派遣や視察、研修・セミナー等の受講による

中核人材の育成

中核人材の確保及び育成に資する以下の取組に係る費用を支援

・他のDMOとの人材交流

・先進的な海外観光地域への視察

・研修・セミナー等の受講

対象事業

補助対象：観光地域づくり法人 （登録ＤＭＯ）

対象者

支援内容

補 助 率 ：定額

一次募集調査票提出：令和４年２月～（予定）

支援手続スケジュール

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室
TEL 03-5253-8328

近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
TEL 06-6949-6411
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６. 広域周遊観光促進のための専門家派遣事業 令和４年度予算案額：
７６３百万円（内数）

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

登録DMO、候補DMOまたは地方公共団体に対して、インバウンドをはじめとした広域

周遊観光に関する分野の専門家を派遣し、助言を行っていただくことで、地域では気付かれ

ていない新たな魅力や課題の発掘、誘客戦略及び地域の観光関係者のスキル向上等を支援

登録DMO、候補ＤＭＯ及び地方公共団体

登録DMO、候補DMOまたは地方公共団体が事務局（委託事業者）に対し派遣要請を行い、訪日外国人旅行
者等の周遊促進に向けた課題解決のためのものであると判断される場合に専門家を派遣します。

また、観光庁が各地域へ専門家を派遣する必要があると判断した場合には、当該地域と調整したうえで専門
家を派遣します。

観光庁、地方運輸局等事務局

登録DMO、候補DMO 地方公共団体

②派遣決定の通知

④助言を踏まえた取組計画を提出【派遣後】

①派遣要請

専門家

③派遣（オンライン含む）

助言

・誘客戦略策定 ・域内経済循環 ・DMO設立 ・DMO運営
・人材育成 ・地域の既存データ整理・分析 ・各種調査手法 ・旅行商品造成
・地場産業資源の活用 ・自然 ・文化財 ・芸術・伝統文化
・DX・ICT ・販路・商品流通 ・宿泊 ・交通
・安全・危機対応 ・衛生管理 ・リピーター戦略・外国人対応

支援内容

○ 派遣要請を受けた専門家が地域を訪問（オンライン接続含む）し、インバウンドをはじ
めとした広域周遊観光に関する専門的知見から助言を実施

○ 専門家の派遣に関わる謝金・旅費については、観光庁が負担（上限あり）
○ 専門家の選定については、事務局（委託事業者）に相談可能

令和4年4月頃：派遣要請受付開始

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光地域振興課 広域連携推進室
TEL 03-5353-8327

派遣に関する調整 情報共有
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７. サステナブルな観光コンテンツ強化事業 令和３年度補正予算額：
９，９８８百万円の内数

事業イメージ

ポストコロナを見据え、世界的に「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）」への

関心が高まる中、各地域に引き継がれてきた生活（生業）・自然環境・文化等について、

それらの持続可能性の向上に資するような維持・活用の仕組みを上質な観光サービス等

としての実装（体験型コンテンツの造成、受入環境整備）を推進する。

取組事例

＜島食を学ぶツアー＞ ＜舟屋の生活文化体験＞
しましょく

自然環境や地域資源を維
持しつつ、魅力ある“島
くらし”をコンテンツ化

特色ある舟屋の景観を生
かし、漁業や海とともに
ある暮らしをゆったりと
体験できる観光

○専門家派遣によるコーチングや実証調査等を通じて、モデルとなる取組事例を創出。

○地域資源の維持・活用やコンテンツ造成等に必要な施設改修、物品等購入を支援。

持続可能な観光の取組を実施する
地方公共団体・観光地域づくり法人（DMO）・民間事業者等

【調査事業】（体験型コンテンツの造成）

・地域による計画作成・取組体制の構築、ガイド人材の育成・確保

・各地域に引き継がれてきた生活（生業）・自然環境・文化等の魅力を体験する

コンテンツや地域資源の維持と活用を兼ねたコンテンツ等の造成

・販路形成・プロモーション等の取組 等

【補助事業】（受入環境整備）

・施設等の改修・整備に対する支援

例：既存建築物の改修による観光施設への活用、景観に配慮した案内所・交流

スペース、環境に配慮した散策道 等

・設備・備品の購入等に対する支援

例：交流スペースに必要な設備・物品導入、ガイドツアーに必要な物品購入 等

概 要

対象者

対象事業
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【調査事業】

・定額、上限額2,000万円/地域

・国費による調査事業であり、補助事業・交付金事業では無いことに留意

【補助事業】

《施設等の改修・整備》

・補助率：事業費の1/2以下

・補助上限額5,000万円/地域

（※金額の下限は特にありません）

《設備・備品の購入》

・補助率：事業費の1/2以下

・補助上限額500万円/地域

（※金額の下限は特にありません）

【調査事業】

令和４年 １月中旬頃 公募開始（予定）

〃 ４月下旬頃 選定地域公表（予定）

〃 ５月上旬～令和５年３月 事業実施（予定）

【補助事業】

令和４年 １月中旬頃 公募開始（予定）

〃 ３月下旬頃 選定地域公表、交付決定通知（予定）

〃 ４月上旬～令和５年３月 事業実施（予定）

支援手続スケジュール（予定）

支援内容（補助額等）

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光資源課
TEL 03-5253-8924（直通）
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国際競争力のある観光地づくりの推進に向けて、地域と旅行業者等との連携・協働により
地域の観光魅力を発掘・増進させ、新たな企画旅行商品の流通を含め、魅力ある観光まち
づくりを通じた地域の活性化を促進するため、観光有識者や旅行業者等のメンバーからなる
「近畿観光まちづくりアドバイザリー会議を設置し、平成１８年度より地域に対するコンサ
ルティング事業を実施しています。

有識者等からなるアドバイザリー会議において、
地域のコンサルティングをおこない、今後の観
光まちづくりに関する方向性や手法等について
提案書の交付等によるアドバイスを行い、地域
での活動を支援する。

地方公共団体、
観光地域づくり法人(登録DMO、候補DMO)等

近畿観光まちづくり
アドバイザリー会議

航空会社

他省庁
地方支分部局

観光カリスマ

地方公共団体

大手旅行会社 鉄道会社

地方運輸局・地方整備局

【過去の実施地域】
○平成18年度 海南市、日高町、舞鶴市、宮津市

○平成19年度 三木市

○平成20年度 加西市、亀岡市

○平成21年度 柏原市、田尻町

○平成22年度 丹波市、河内長野市、高槻市

○平成23年度 天理市、桜井市、橿原市、

明日香村（３市１村連携）

○平成24年度 吹田市

○平成25年度 守山市

○平成26年度 西脇市

○平成27年度 奈良県野迫川村

○平成28年度 富田林市

○平成29年度 太子町（大阪府）

○平成30年度 広陵町

○令和元年度 向日市

〇令和２年度 田原本町

〇令和３年度 枚方市

重点支援地域（コンサルティング対象）の募集
・近畿運輸局ホームページ上で募集

・「近畿地域観光マーケティング戦略シート」を応募時に提出

第１回アドバイザリー会議
・整理された「近畿地域観光マーケティング戦略シート」を
もとに、支援地域を選定

第３回アドバイザリー会議
・応募地域について、現状及び課題を分析し、地域観光組織
構築や旅行商品開発等に関するアドバイスなど観光地域
づくりに必要な提言内容について検討

第２回アドバイザリー会議
・現地調査の結果を受けて、地域の観光組織構築や旅行商品
開発等に関して意見交換

提案書の交付

第４回アドバイザリー会議
・提案書の完成に向けて内容のさらなる検討を実施

地域側検討期間
・アドバイザリー委員の意見を受けて、
地域側での意見交換会開催

現地調査
・アドバイザリー委員が現地の観光資源等を視察、地元関係
者との意見交換

８. 近畿観光まちづくりコンサルティング事業

概 要

対象者 対象事業

事業イメージ

○問い合わせ先 ：近畿運輸局 観光部 観光地域振興課
TEL 06-6949-6411
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９. 国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業

スノーリゾートは地方での長期滞在や消費拡大に向けての有力なコンテンツ。

スノーリゾートへのインバウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込むため、インバウンド
需要を取り込む意欲・ポテンシャルの高い地域における国際競争力の高いスノーリゾート形成
のための取組を促進する。

観光地域づくり法人（DMO）、民間事業者等

※インバウンド需要を取り込む

意欲・ポテンシャルが高い地域の

「国際競争力の高いスノーリゾート形成計画」

に位置づけられた事業の実施主体に限る。

事業イメージ

概要

対象者

令和４年度予算額：
１百万円

アフタースキーを楽しめる環境を整備し、
外国人観光客の長期滞在を促進

ICゲートシステムの導入により、複数スキー場
への周遊を促進

高機能な降雪機の導入により、
営業期間を最大化・明確化

グリーンシーズンも楽しめる環境を
整備し、通年での誘客を促進

※令和３年度補正予算事業（約１００億円の内数）も活用
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支援手続スケジュール（予定）

上記の補助対象事業に要する経費のうち、１/２を支援

２月～ ：公募（予定）
５月上旬：交付決定（予定）

地域の関係者が一体となって策定した「国際競争力の高いスノーリゾート形成計画」

に位置づけられた以下の取組

○アフタースキーのコンテンツ造成

○グリーンシーズンのコンテンツ造成

○受入環境の整備

（多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス対応、公衆トイレの洋式化等）

○外国人対応可能なインストラクターの確保

○二次交通の確保（スキー場間の周遊等のためのバス運行の実証実験）

○情報発信（プロモーション資材の作成等）

○スキー場インフラの整備

（高機能な降雪機の導入、ICゲートシステムの導入、レストハウス等の改修・撤去）
※訪日外国人旅行者の誘客に地域一丸となって取り組む地域に絞って支援

・補助対象事業：

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光地域振興課
TEL 03-5253-8328

対象事業

支援内容
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大学生等通訳ガイドの認知度が低い層、全国通訳案内士、地域通訳案内士、
外国語ガイド等

ポストコロナを見据えたインバウンドの回復や、多様化する訪日外国人旅行者のニーズ
に的確に対応し、旅行者の満足度を向上させ、旅行消費額の拡大を図るため、通訳ガイド
のスキルアップの推進による多方面での活用（ガイドの質の向上と活用）、通訳ガイドの
なり手の確保等に向けた取組を支援する。

①通訳ガイドの質の向上

「上質なサービスを求める旅行者への対応」等のハイレベル研修の実施によって通訳
ガイドのスキルアップを促進し、同時に、スキルの見える化を行い、通訳ガイドの高
付加価値化を実現することで、多方面での通訳ガイドの活躍を促進し、訪日受入環境
整備を推進する。

②通訳ガイドの成り手の確保

全国通訳案内士試験の運営面の向上を図りつつ、SNSを用いた情報発信や講演活動
等により通訳ガイド業務の魅力をPRし、広く通訳ガイド人材を確保する。

令和４年7月頃～令和５年3月末頃：各事業実施予定

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 参事官（国際関係・観光人材政策）
TEL 03-5253-8367

10. 通訳ガイド制度の充実・強化 令和４年度予算案額：

66百万円

支援手続スケジュール（予定）

概 要

対象者

対象事業
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11. 地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化

令和３年度経済対策関係予算額：
約１，０００億円

概 要 事業イメージ 支援内容

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光産業課
TEL 03-5253-8330

近畿運輸局 観光部 観光企画課
TEL 06-6949-6466
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目的・概要

○問い合わせ・申請先 ：近畿経済産業局 通商部 地域ブランド展開支援室
TEL 06-6966-6054 FAX 06-6966-6087

補助上限額：500万円～2,000万円 (※1)
補 助 率：2/3以内 (※2)

※1：複数者による共同申請の場合、一者毎に500万円嵩上げし、最大2,000万円まで引きあげ

※2：採択３年目の場合／3年以内に海外展開を行うことを明確に示した国内販路開拓の場合は、

1/2以内

12. 海外展開のための支援事業者活用事業
（うちJAPANブランド育成支援等事業）

令和４年度予算案額：
５４５百万円の内数

対象者

対象事業

事業イメージ

補助上限・補助率

中小企業者等が、海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・
改良、ブランディングや新規販路開拓等の取組を行う場合に、その経費の一部を補助すること
により、地域中小企業の域外需要の獲得を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業
の振興に寄与することを目的とする。

20

中小企業者、商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会、都道府県中小
企業団体中央会、組合、一般財団法人または一般社団法人、NPO等

中小企業者等が、海外市場等の新たな市場の獲得に向けて新商品・サービスの開発
による販路開拓やブランディング等の取組を行う場合、その経費（原材料費、デザイン
費、ブランド構築費、広報費、展示会出展費等）の一部を補助。

なお、本補助金へ申請する際は、中小企業庁が設置する事務局が、海外展開支援に実
績のある支援機関・支援事業者として選定・公表する「支援パートナー」を活用したう
えで、事業を実施することを要件とする。



伝産法に基づき大臣認定を受けた３～５年の各種事業計画に沿って実施される事業を
対象とする

下記事業について、上限2,000万円を補助。（ ）は補助率。

【振興計画】 後継者育成事業（１／２、２／３以内）、

技術・技法の記録収集・保存事業（２／３以内）

原材料確保対策事業（２／３以内）

需要開拓事業（２／３以内）

意匠開発事業（２／３以内）

【共同振興計画】 需要開拓等共同展開事業、新商品共同開発事業（２／３以内）

【活性化計画・連携活性化計画】 活性化事業、連携活性化事業（２／３以内）

【支援計画】 人材育成・交流支援事業、産地プロデューサー事業（１／２以内）

国指定伝統的工芸品の製造協同組合等

概 要

対象者

対象事業

支援内容

１３. 伝統的工芸品産業支援補助金 令和４年度予算案額：
３６３百万円

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（以下「伝産法」）」第２条に基づき指定を受けた
伝統的工芸品を対象とし、伝統的工芸品を製造する協同組合等が、同法の規定により経済産業
大臣の認定を受けた各種事業計画に基づき実施する、後継者育成や需要開拓・意匠開発等の取
組を支援する。

○問い合わせ・申請先 ：近畿経済産業局 産業部 製造産業課
TEL 06-6966-6022 ＦＡＸ 06-6966-6082
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地域団体商標マークについて

本マークは、地域団体商標登録商品（サービス）であることを示す証です。
本マークを用いることで、一般消費者等の認識が高まり、地域ブランドと

しての信用・信頼が蓄積し、ブランド力向上につながることが期待されます。

法人格を有し、かつ設立根拠法により加入の自由が保証された組合（農協、漁協等）、商工会、

商工会議所、ＮＰＯ法人 ※これらに相当する外国の法人も含まれます。

権利取得までの流れ

地域団体商標について詳しく知りたい方は以下の特許庁ホームページをご覧ください。

出願に関する相談窓口、制度説明会、海外展開支援等の各種支援策についても紹介しています。

特許庁ホームページ「地域ブランドの保護は地域団体商標制度で」

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html

● 出願料（商標登録出願：通常） 3,400円 ＋（8,600円×区分数）

● 登録料（商標登録料：10年） 32,900円 × 区分数

● 更新登録申請料（10年） 43,600円 × 区分数

○ 紙申請の場合は、電子化のための手数料が必要な場合があります。（2022年4月以降）

特許庁に登録出願。
必要書類の申請、
出願料金の納付。

更新申請、更新料
の納付により
何度でも商標権の
更新可。

特許庁で、
出願内容を審査。

査定で認められると
登録。

登録査定となっ
たら特許庁へ
登録料を納付。

商標登録証
を発行。
権利期間は
１０年。

審

査

商
標
権
の
発
生

更

新

査 定

拒絶通知

登録できない理由が
発見された場合、
拒絶理由を通知。
出願人の意見機会を
設けるが、拒絶理由
が解消されなければ

拒絶査定。

登
録
料
納
付

出

願

14. 地域団体商標制度

目的・概要

地域の事業者が協力して、地域特産の農作物などにブランド名（例えば「東京りんご」など）を
付けて生産、販売などを行う場合、他人に勝手に使用されるのを防ぐために、商標権を取得すること
が有効です。しかし、「東京りんご」というネーミングは、地域名（東京）と商品名（りんご）を
合わせただけの単純なネーミングなので、通常の商標として商標権を取得することは困難です。

そこで、このような「地域名+商品（サービス）名」から構成される商標でも、一定の条件を満た
せば商標登録できる制度として創設されたのが「地域団体商標制度」です。

本制度は、地域ブランドを適切に保護するとともに、商品・サービスのイメージアップや事業者
のブランド意識の向上に繋がり、競争力の強化と地域経済の活性化が期待されます。

取得できる者

登録要件

○問い合わせ ：特許庁 審査業務部 商標課 地域ブランド推進室
TEL 03-3581-1101（内線 2828）
メールアドレス PA1481@jpo.go.jp

地域の名称と商品（サービス）に関連性があること

一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること 等
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（１）地域商業機能複合化推進事業

【ソフト事業】

AIカメラ等の導入による来街者の属性・回遊情報の収集・分析や、空き店舗等を活用したチャレンジ

ショップの実施による消費者ニーズの把握等、テナントミックスの実現に繋がる情報の収集・分析に

係る取組を支援する。

【ハード事業】

最適なテナントミックスの実現に必要な消費動向等を踏まえながら新たな需要の創出につながる

魅力的な施設の整備等を実施し、エリア全体に波及効果をもたらす取組を支援する。

※テナントミックスとは…

商業集積活性化を図るための最適なテナント（業種業態）の組み合わせを意味しており、

本事業では、地域の新たなニーズや需要に対応した最適な供給体制を面的に構築すること。

（２）外部人材活用・地域人材育成事業
地域に外部の専門人材を派遣し、テナントミックスの実現に向けた推進体制の構築や計画策定等を

後押しする伴走支援を実施するとともに当該取組の全国への横展開を促進。

（１）地域商業機能複合化推進事業

【ソフト事業】 補助 5/6以内（国：2/3以内、地方公共団体：1/6以上）

【ハード事業】 補助 3/4以内（国：1/2以内、地方公共団体：1/4以上）
（２）外部人材活用・地域人材育成事業 委託

（１）中小小売・サービス業のグループ等 （２）民間事業者等

15. 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業
令和４年度予算案額： ４６０百万円

概 要

中小商業者等が、地方公共団体と一体となって、新たな需要の創出につながる魅力的な機能の
誘致等を行う実証事業について、財政、人材育成、ノウハウ提供等の面から支援する。

対象者

対象事業

支援内容

○問い合わせ先 ：近畿経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
TEL 06-6966-6025 FAX 06-6966-6084
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地域の基盤整備・地域交通の活性化
による観光・地域づくり



16. 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 令和４年度予算案額：
２，７０６百万円

観光地、宿泊施設、公共交通機関の各場面において、訪日外国人旅行者がストレス
フリー・快適に旅行を満喫できる環境及び災害など非常時においても安全・安心な旅
行環境の整備を図るため、多言語での観光情報提供機能の強化、無料Wi-Fiサービスの
整備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、感染症対策の充実、非常
時における多言語対応の強化等に関する取組を支援する。

（１）観光施設等における安全・安心の向上に向けた取組の支援

・観光地における安全・安心な旅行環境の整備を図るため、以下を支援。

➀災害時の避難所機能の強化

観光案内所、観光施設等における避難所機能の強化。

②災害時・急病時の多言語対応強化

観光案内所、観光施設、外国人受入可能な医療機関の多言語対応の強化。

③感染症対策の充実

観光施設等における感染拡大防止対策の強化。

（２）宿泊施設での滞在時の快適性の向上に向けた取組を支援

• 全国各地の観光地において、全ての訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に
宿泊できる環境を整備するため、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するWi-Fi整備、
客室や共用部のバリアフリー化の推進、「新しい生活様式」に対応した感染症対
策等に関する個別の取組を支援。

（３）移動に係る利便性及び快適性の向上に向けた取組を支援

• ストレスフリー・快適な交通利用環境を実現するため、多言語表記、多言語案内
用タブレット端末の導入、無料Ｗｉ－Ｆｉの整備、トイレの洋式化及び機能向上、
全国共通ＩＣカード・ＱＲコード決済等の導入、旅客施設や車両等の移動円滑化、
感染症対策等を支援。

地方公共団体、民間事業者等

(1) …… １／２

(2) …… 基本的ストレスフリー環境整備：１／３

バリアフリー環境整備：１／２

(3) …… ２／３、１／２、２／５、１／３、１／４等

（交通サービス調査事業は上限1,000万円）

補助率

概 要

対象者

対象事業
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事業イメージ

○観光施設等における安全・安心の向上に向けた取組を支援

等

等

デジタルサイネージ
の整備

■災害時・急病時の多言語対応強化

多言語表記 無料Wi-Fiの整備 トイレの洋式化
及び機能向上

全国共通ＩＣカード、
ＱＲコード決済等の導入

移動円滑化

○移動に係る利便性及び快適性の向上に向けた取組を支援

感染症対策

多言語案内用タブレット
端末等の整備

■感染症対策の充実

防災トイレの整備非常用電源装置の設置 翻訳機器等の整備

等

等

アクリル板
の設置

足踏式手指消毒器
等の設置

サーモグラフィー
等の導入

■災害時の避難所機能の強化

○宿泊施設での滞在時の快適性の向上に向けた取組を支援

■基本的ストレスフリー環境整備

案内表示の多言語化 決済端末等の整備

■バリアフリー環境整備

客室のバリアフリー化 トイレのバリアフリー化

等

等

等

タブレット端末の整備

食堂の段差の解消浴室のバリアフリー化

無料Wi‐Fiの整備

サーモグラフィ等の導入 混雑状況の「見える化」DXを活用した非接触型チェック
インシステムの導入(※)

※これに付帯する宿泊情報
管理システム等を含む

無料Wi‐Fiの整備

○問い合わせ先 ： 近畿運輸局 観光部 観光企画課 TEL 06-6949-6466
※(3)交通サービス事業のみ、近畿運輸局 交通政策部 交通企画課 TEL 06-6949-6409
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テレワークなどによる働き方の多様化も踏まえて、ワーケーションやブレジャー等の
「新たな旅のスタイル」を普及・促進することにより、休暇の取得促進・分散化を通じた
旅行機会の創出や旅行需要の平準化を図る。

ワーケーションやブレジャー等の普及にあたっては、企業（送り手）・地域（受け手）
の双方の取組が必要となることから、その双方を対象としたモデル事業を実施し、地域
（受け手）が企業（送り手）とのマッチングを通じて、ワーケーションやブレジャー等
の利用者を受け入れるにあたって、必要な体制整備等について支援を行う。

：ワーケーションやブレジャー等の受入に関する取組を行っている地方公共団体
及び観光協会や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等

17. ｢新たな旅のスタイル｣促進事業 令和４年度予算案額：
３２４百万円

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業 ○ ワーケーション、ブレジャー等の利用者の受入に向けた、 取組計画策定、

体験コンテンツ開発、情報発信等

○ 上記を実施するにあたってのアドバイザーの派遣

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 参事官（MICE）
TEL 03-5253-8938

支援内容（補助率等）

○ １件あたり上限 未定 ※受入体制整備に係る費用（実費）

支援手続スケジュール（予定）

令和４年６月頃：事業計画募集予定
令和４年８月頃：選定結果通知予定
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18. 地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対策普及促進事業

省エネルギー、温室効果ガス（ＣＯ２）排出削減等政府方針実現のため、
次世代自動車の普及を促進

・地域交通のグリーン化のため、次世代自動車の導入支援を実施。車両価格低減及び普及率
向上の実現により、段階的に補助額を低減。

・電気自動車及びハイブリッド自動車等は、災害時等において電力供給による支援が可能。

地域の計画と連携した取組みを支援するとともに、段階的に次世代自動車の本格的普及を実現

・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和3年6月18日閣議決定）
新車販売の電動化目標を設定 → 8t以下の商用車について、

2030年までに電動車20～30％、
2040年までに電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に
適した車両で合わせて100％ を目指す。
8t超の大型車は技術実証・水素普及等を踏まえ、2030年までに
2040年目標を設定。

・地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定）
運輸部門におけるエネルギー起源ＣＯ２削減 → 2030年度に2013年度比約35％減へ従来目標

から引き上げ。
・交通政策基本計画（令和3年5月28日閣議決定）

持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり → 災害や疫病、事故など異常時に、安全・安心
が徹底的に確保された、持続可能でグリーン
な交通の実現するため温室効果ガス排出削減、
再生可能エネルギーや水素の利活用に向けた
取組を加速させ、運輸部門における抜本的な
脱炭素化を推進。

令和４年度予算案額：３９２百万円（継続）

○問い合わせ・申請先：近畿運輸局 自動車技術安全部 保安・環境課 TEL 06-6949-6454
近畿運輸局 自動車交通部 旅客第一課 TEL 06-6949-6445
近畿運輸局 自動車交通部 旅客第二課 TEL 06-6949-6446
近畿運輸局 自動車交通部 貨物課 TEL 06-6949-6447

28



地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・
充実に向けた取組を支援する。
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年６月改正法公
布、11月27日施行）

交通事業者等（地域における協議会の議論を経て計画を作成することが前提）、地域における
協議会又は地方公共団体

＜支援の内容＞

○ 幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入等を支援
・過疎地域等のコミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の

運行や車両購入、貨客混載の導入を支援
・旅客運送サービス継続のためのダウンサイジング等の取組を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 公共交通のマスタープランである「地域公共交通計画」の策定に資する調査等
○ バリアフリー化を促進するためのマスタープラン・基本構想の策定に係る調査

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロック等の整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画策定等の後押し）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

19. 地域公共交通確保維持改善事業 令和４年度予算案額：
20,692百万円

概 要

事業イメージ

対象者

29



○ 地域公共交通確保維持事業 … 1/2等
○ 地域公共交通バリア解消促進等事業… 事業費の1/3等
○ 地域公共交通調査等事業 … 1/2

※国の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画に基づく事業に対しては、
補助要件の緩和等により支援内容を充実

参考URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

① 地域公共交通確保維持事業

② 地域公共交通バリア解消促進等事業

③ 地域公共交通調査等事業

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通利便増進実施計画等に基づく
事業（地域鉄道の上下分離、利便性向上・運行効率化等のためのバス路線の再編、旅客運
送サービス継続のためのデマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくり
とも連携し、特例措置により支援

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と
複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計画の策定やバス等の
運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

対象事業

支援内容（補助率等）

○問い合わせ先
【制度全般・地域内フィーダー系統確保維持計画・地域公共交通調査等事業関係】

近畿運輸局交通政策部交通企画課 TEL 06-6949-6409
大阪運輸支局総務企画部門（大阪府） TEL 072-821-9176
京都運輸支局総務企画部門（京都府） TEL 075-681-1427
奈良運輸支局企画輸送・監査部門（奈良県） TEL 0743-59-2151
滋賀運輸支局企画輸送・監査部門（滋賀県） TEL 077-585-7253
和歌山運輸支局総務企画部門（和歌山県） TEL 073-422-2130
神戸運輸監理部（魚崎庁舎）企画調整官（兵庫県） TEL 078-453-1106
神戸運輸監理部総務企画部企画課（兵庫県・海上交通関係） TEL 078-321-3144

【鉄道関係】
近畿運輸局鉄道部計画課 TEL 06-6949-6442

【地域間幹線系統確保維持計画関係】
近畿運輸局自動車交通部旅客第一課 TEL 06-6949-6445
大阪運輸支局輸送部門（大阪府） TEL 072-822-6733
京都運輸支局輸送・監査部門（京都府） TEL 075-681-9765
奈良運輸支局企画輸送・監査部門（奈良県） TEL 0743-59-2151
滋賀運輸支局企画輸送・監査部門（滋賀県） TEL 077-585-7253
和歌山運輸支局輸送・監査部門（和歌山県） TEL 073-422-2138
神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門（兵庫県） TEL 078-453-1104

【海上交通関係】
近畿運輸局海事振興部旅客課（兵庫県以外） TEL 06-6949-6415
京都運輸支局舞鶴庁舎運航・船舶部門（京都府） TEL 0773-75-0616
和歌山運輸支局運航・船員部門（和歌山県） TEL 073-422-0606
和歌山運輸支局勝浦海事事務所 TEL 0735-52-0260
神戸運輸監理部海事振興部旅客課（兵庫県） TEL 078-321-3146
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○ 新型コロナウイルス感染症の事態収束を見据えた反転攻勢に転じつつ、地方部への訪日外国人旅行者の誘致の加速化に向け、
我が国へのゲートウェイとなる空港・港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等に至るまでの既存の公共交通機関等
について、感染症拡大防止対策を講じた上で、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの
洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に推進する。

○ あわせて、二次交通について、多様な移動ニーズにきめ細やかに対応する新たな交通サービスの創出等を促進し、訪日外国人
旅行者の移動手段の選択肢を充実させるとともに、観光地の公共交通機関のweb等での検索を可能とするデータ化の取組等を支援。

①～⑤をセットで整備（３点以上）

■多言語表記等

■タブレット端末、携帯型翻訳機、
多言語拡声装置等の整備

■スマートフォンアプリの活用
等による案内放送の多言語化

■多言語バスロケーショ
ンシステムの設置

①多言語対応（事故・災害時等を含む）
②無料Wi-Fi
サービス

■旅客施設や
車両等の
無料Wi-Fiの整備

③トイレの
洋式化

■洋式トイレ、
多機能トイレの
整備

■QRコードやクレジッ ト
カー ド対応企画乗車船券
のICカード化

■企画乗車船券
の発行

■全国共通 ＩＣ
カードの導入

④キャッシュレス決済対応

■レンタカーの
キャッシュレス対応

※通常は整備が想定されない場合（例：②無料Wi-Fiサービス（レンタカー等）、③トイレの洋式化（バス、タクシー、レンタカー等）等）については、適用除外とする。
※①、④、⑤については、少なくともいずれか１つ実施。

（あわせて⑥～⑨を支援可能）

⑦大きな荷物を持ったインバウンド旅客
のための機能向上

■段差解消やスーツケース置き場の確保

■観光列車
■サイクル
トレイン

■魅力ある
観光バス

⑧移動そのものを楽しむ取組や新たな観光
ニーズへの対応

⑥非常時のスマートフォン
等の充電環境の確保

■非常用電源装置・
携帯電話充電設備等

or

or

（ＬＲＴシステムの
整備）

（インバウンド対応型
バス）

（荷物置き場の設置）（インバウンド
対応型タクシー）

（旅客施設の段差解消）

空
港
・
港
湾

周
遊
地
域

訪
日
外
国
人
旅
行

者
の
来
訪
が
特
に

多
い
観
光
地
等

空
港
・
港
湾

ア
ク
セ
ス

長
距
離
移
動

（
交
通
拠
点
間
）

二
次
交
通

１/２
（①～④のうちのいずれかを実施済の場合は、 １/３） 公共交通事業者、旅客施設の設置管理者等

or

⑨多様なニーズに対応する
新たな交通サービスの創出等

■オンデマンド交通
（予約システム、
住民ドライバー研修費）

■超小型モビリティ・
シェアサイクル等
（サイクルポート等）

■手荷物配送
（予約システム）

○問い合わせ先 ：近畿運輸局自動車交通部旅客第一課 TEL 06-6949-6445
近畿運輸局自動車交通部旅客第二課 TEL 06-6949-6446
近畿運輸局鉄道部計画課 TEL 06-6949-6442
近畿運輸局海事振興部旅客課（兵庫県以外） TEL 06-6949-6415
神戸運輸監理部海事振興部旅客課（兵庫県） TEL 078-321-3146
近畿地方整備局港湾空港部港湾計画課 TEL 078-391-8361

⑤感染症拡大
防止対策

■車内の抗菌・
抗ウイルス対策

■ターミナル等の
衛生対策

20. 公共交通利用環境の革新等 令和４年度予算案額：
１百万円

概 要

補助率 補助対象事業者
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地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取り組み、地域
における総合的な生活空間の安全確保の取り組みを集中的に支援するための交付金です。

国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、
地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金です。

社会資本整備総合交付金
（成長力強化や地域活性化等につながる事業）

防災・安全交付金
（「命と暮らしを守るインフラ再構築」「生活空

間の安全確保」を集中的に支援）

21. 社会資本整備総合交付金

概 要 地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、政策目的実現のための基幹的な
社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備事業等を総合的・一体的に支援。

河川堤防等の整備

河川

海岸
港湾

防波堤

液状化対策

防災拠点の整備

臨港道路の耐震化

耐震強化岸壁の整備

河川情報等の提供

堤防決壊

通信モジュール

クラウド

水位計

地方公共団体
河川管理者

洪水に特化した
低コストな水位計
整備

制御モジュール

住宅・建築物の耐震化
（兵庫県内の例）

耐震化前 耐震化後

密集市街地の防災性の
向上 （大阪府内の例）

防波堤

整備前

港湾の津波・風水害
対策(和歌山県内の例）

海岸堤防等の整備
（大阪府内の例）

整備後

急
傾
斜
地
の
高
さ

土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域

想定浸水深や
洪水時の避難
所までの経路
看板の設置

（滋賀県内の例）

 

25cm 

25cm 

60cm 

3 5
m

H29.03

想定浸水深

甲賀圏域
水害・土砂災害に

強い地域づくり協議会

洪水時避難場所

3.5m
Flood  W ater Dep th (Pro jected )

信楽荘
Flood evacuation shelter for this area is Shigarakiso.

この場所は標高 262.4mです

200年に一度の大雨(時間最大131mm

程度の雨)が降った場合に予想される

浸水の深さです

拡大

効果促進事業の活用

透過型砂防堰堤整備
（兵庫県内の例）

河道掘削
（和歌山県内の例）

地下河川 調節池

河川・調節池等の整備（大阪府内の例）

土砂災害警戒区域等の指定
に向けた基礎調査の推進
（急傾斜地の例）

交通安全対策（奈良県内の例）

近年の豪雨災害等を踏まえた
水害・土砂災害対策

築山による津波避難
場所の整備

（和歌山県内の例）

対策前

防波堤の整備

整備後整備前

道路の地震対策,風水害対策
（京都市内の例）

対策後

対策後対策前

観光・産業地域間の
アクセス道路の整備

パークアンドライドの推進

ＩＣアクセス道路の整備

駅

P

International Terminal

出入口

スマート
ＩＣ

ＩＣ

整備前 整備後

駅周辺の交通基盤整備
（大阪府内の例）

街なみ整備（大阪府内の例）

整備前 整備後

ICｱｸｾｽ道路整備(兵庫県内の例)

整備前
整備後

整備前 整備後

整備前 整備後（休憩所の整備）
クルーズ船係留状況

（写真提供：神戸市）

係船柱補強整備後（浮桟橋の整備）

クルーズ船係留状況

港湾施設の整備
（兵庫県内の例）

整備前

空き家対策（京都府内の例）

都市公園の整備（大阪府内の例）

水辺・景観整備（大阪市内の例）
大型クルーズ船の

受入対策
（兵庫県内の例）

観光案内板の設置

交流拠点施設として活用
対策前 対策後

「道の駅」による地域拠点
の形成（福井県内の例）

○問い合わせ先 ：近畿地方整備局 企画部 企画課 事業調整係
TEL 06-6942-1141（代）



※国土交通省HP（官民連携基盤整備推進調査費）

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kanminrenkei.html

事例①：地域活性化の拠点となる「道の駅」整備の検討 事例②：交通結節機能強化のための駅周辺整備の検討

22. 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業
(官民連携基盤整備推進調査費) 令和４年度予算案額：３３１百万円

調査費の概要

調査費の活用事例（イメージ）

事業フロー 募集から調査実施までの流れ

○問い合わせ先 ：近畿地方整備局 企画部 企画課 事業調整係
TEL 06-6942-1141（代）

【凡例】 必要な基盤整備： 民間の投資、活動等：

１．民間活動に合わせた自治体の基盤整備検討の機動的な支援
○ 民間事業活動と一体的に実施する基盤整備の事業化検討について、地方公共団体※に対して、

調査費補助。（補助率１／２） ※都道府県、特別区、市町村（一部事務組合及び広域連合含む）

２．基盤整備の事業化検討が実施可能
○ 国土交通省所管（道路、港湾、河川、公園、市街地整備等）の社会資本整備事業の事業化を

検討するための調査を実施。
（例）基礎データ収集、需要予測、概略設計、整備効果検討等

３．事業化検討と合わせてPPP/PFI導入検討も実施可能
○ 基盤整備の事業化検討と合わせて、PPP/PFI導入可能性検討や具体的事業手法の選定などの

調査も実施。
（例）PPP/PFI手法の選定、官民の業務分担、VFMの算定等
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住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が
協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区
を形成する。

【街なみ環境整備促進区域】
面積１ha以上かつ、①～③のいずれかの要件に該当する区域
① 接道不良住宅（※）率70%以上かつ、住宅密度30戸/ha以上
② 区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、かつ、公園、広場及び緑

地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
③ 景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致維持向上計画の重点

区域の一部又は全部を含む区域及び条例等により景観形成を図るべきこととされている区域
（※）接道不良住宅とは、幅員4m以上の道路に接していない住宅をいう。

【街なみ環境整備事業地区】
街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区域内土地所有者等による「街づくり協定」
が締結されている地区

地区内の公共施設の整備

・道路・公園等の整備

・生活環境施設の整備
（集会所、地区の景観形成の

ため設置する非営利的施設等）

・公共施設の修景
（道路の美装化、街路灯整備等）

・電線地中化

（交付率：１/2）

協議会の活動の助成

空家住宅等の除却 ・空家住宅等の除却 （交付率：1/2）

街なみ景観整備の助成

・住宅等の修景
（外観の修景の整備）

（交付率：1/2、1/3）

・景観重要建造物、歴史的風致形成
建造物の活用（修理、移設、買取等）

・協議会の活動の助成
勉強会､見学会､資料収集等
（交付率：1/2）

23. 街なみ環境整備事業
令和４年度予算案額：社会資本整備総合交付金等の内数

※社会資本整備総合交付金等の基幹事業

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 建政部 住宅整備課 市街地事業担当
TEL 06-6942-1078
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：市町村又は協議会（一部民間事業者等）

：都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象

・地域生活基盤施設（多目的広場等）、高質空間形成施設、高次都市施設（地域

交流センター等）、既存建造物活用事業、市街地再開発事業、土地区画整（都市

構造再編集中支援事業のみ） 等

・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等

・市町村の提案に基づく事業

・各種調査や社会実験等のソフト事業

：地域の特性を踏まえ、創意工夫を活かして都市の再生に必要な事業を重点的に行うため、

まちづくりの目標・目標を定量化する指標・目標達成のために実施する事業等を記載

した都市再生整備計画を作成した事業に交付。

：４～５割（一定の算定方法による）

：社会資本整備総合交付金、都市局所管補助事業の手続きに準じる。

：都市再生整備計画事業等では、市町村が目標屋指標について自由に設定し、
目標達成のために各種事業を実施することができます。

24. 都市再生整備計画事業・都市構造再編集中支援事業

目的・概要
○都市再生整備計画事業

市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合
的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域
経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業

○都市構造再編集中支援事業
「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の

向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市
が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業

事 例

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 建政部 都市整備課 都市再生係
TEL 06-6942-1076

対象者

対象事業

交付要件

補助金額・補助率等

手続等

まちづくりのイメージ
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【活用】 事業主体が地方公共団体の場合 1/2
事業主体が民間事業者の場合 2/3（国1/3＋地方1/3）

【除却】 事業主体が地方公共団体の場合 2/5
事業主体が民間事業者の場合 4/5（国2/5＋地方2/5）

整備後整備前 （内装）

整備事例（福井県越前町）

令和４年度予算案
交付金：社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の内数
補助金：45億円

25. 空き家等対策 （社交金［空き家再生等推進事業］）
（補助金［空き家対策総合支援事業］）

目的・概要

居住環境の整備改善等を図るため、空き家住宅や空き建築物を改修・活用して、地域の
活性化や地域コミュニティの維持・再生等を図ることや、不良住宅や空き家住宅、空き建
築物を除却して、防災性や防犯性を向上させる事業について、社会資本整備総合交付金及
び、空き家対策総合支援補助金にて支援し、市町村等の取組を一層促進するため、空家等
対策の推進に関する特別措置法に規定する「空家等対策計画」に基づき、民間事業者等と
連携し総合的な空き家対策に取り組む。

対象者

対象事業

交付要件

補助金額・補助率等

手続等

○問い合わせ先 ：近畿地方整備局 建政部 住宅整備課 住宅ストック活用係
TEL 06-6942-1086

：社会資本整備総合交付金の手続きに準じる。
国土交通省所管補助金の手続きに準じる。

：地方公共団体・民間事業者（地方公共団体が補助する場合）

【空き家の改修等に要する費用】
空き家住宅及び空き建築物を、地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習
施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するために行う当該住宅等の取得（用地費を
除く。）、移転、増築、改築等。

【空き家の除却等に要する費用】
不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却等。

【所有者の特定に要する費用】
所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等。

【空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用】

：空家等対策計画に定められた空き家等に関する対策の対象地区。
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「道の駅」の機能

道の駅シンボルマーク

社会資本整備総合交付金、農山漁村振興交付金、地方創生推進交付金、
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業等の各種制度

［駐車場］
・24時間利用可能で、利用者が無料で利用できる十分

な容量の駐車場

［トイレ］
・清潔で24時間利用可能、身障者用も設置

［ベビーコーナー］
・24時間利用可能で、乳幼児に対する授乳やおむつ

交換が可能

［案内・サービス施設］
・原則として案内人が駐在し、道路や地域の情報を提供

（設置位置）→休憩施設としての利用のしやすさ、
「道の駅」相互の機能分担の観点から、
適切な場所に設置

（配慮事項）→ 女性・年少者・高齢者・障害者・妊婦や
乳幼児連れ等、様々な人々の使いやすさ
に配慮。地域の優れた景観を損なうこと
のないよう、十分に配慮した施設計画

・ 日常の管理・運営など、市町村や公益法人などが中心
となって行っている 。

・道路標識（道路管理者が整備）

・情報提供施設、駐車場、トイレ等の一部
（道路管理者が、簡易パーキングとして整備できる

場合がある）

・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの
地域振興施設、休憩所、トイレ、駐車場

（市町村等が整備）

26. 道の駅

目的・概要

対象者

事業内容

補助金額・補助率等

「道の駅」は、道路利用者の休憩施設であるとともに、地域のふれあいの場として“地域
の顔”となる施設で、市町村等が道路管理者と協力して３つの機能 （休憩機能、情報発信
機能、地域の連携機能）をもった「道の駅」の整備を行っている。

「道の駅」施設イメージ 「道の駅」が備えるサービス等

オープン後の維持管理

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 道路部 交通対策課
TEL 06-6942-1141（代）

：府県、市町村、公益法人等

「道の駅」の登録制度は、平成５年に国土交通省において創設された制度であり、地域の
創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設として、
休憩施設、地域振興施設、情報提供施設が一体となって整備される。地域の情報発信や連携
の場として、また災害時の防災拠点としての役割も担い、「道の駅」を拠点とした、地域の
振興や安全の確保にも寄与するものとして期待できる。

令和２年７月１日時点、全国で１，１８０駅が登録されている。

地域防災計画に位置付けら
れた「道の駅」は、災害時
に支援基地等の機能を発現
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○ 訪日クルーズ旅客数500万人の実現に向けて、クルーズ旅客の利便性や安全性の向上
及び物流機能の効率化を図るために実施する事業を促進することにより、クルーズ旅客
の受入機能の高度化及び物流の効率化を図る。

・クルーズ旅客の移動又は手荷物等の搬出入の円滑化に要する経費
・クルーズ旅客が利用する旅客上屋等の受入環境改善に要する経費
・クルーズ旅客の安全性の向上に要する経費 等

補

助

対

象

者

国

事業計画の申請

対象経費の１/３以内を補助

27. 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業

補助対象経費

補助対象者

実施スキーム

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 港湾空港部 港湾計画課
TEL 078-391-8361
FAX 078-325-8288

地方公共団体（港務局を含む。）又は民間事業者
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■ みなとオアシスとは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域活性化に資する「みなと」
を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興が継続的に行われる施設

■ みなとオアシスを国土交通省港湾局長が登録（平成２９年２月より）
■ みなとオアシスの機能は、地域住民、観光客、クルーズ旅客などの港湾利用者の交流や休憩、

地域観光や交通に関する情報の提供等
■ みなとオアシスの登録証や標章（シンボルマーク）の掲示
■ みなとオアシスの設置者・運営者の業務は、活動の企画、実施に関する助言等
■ みなとオアシスにおける港湾協力団体の活用促進

■広域連携

〇 みなとオアシス全国協議会
〇 SEA級グルメ全国大会 など

■制度活用

〇 社会資本整備総合交付金（緑地・桟橋整備等）

■みなとオアシス機能

（基本機能）
〇 地域住民、観光客、クルーズ船客その他の港湾
利用者等の交流及び休憩の機能
〇 地域の観光及び交通に関する情報の提供機能
（付加機能）
〇 災害支援機能
〇 物販、飲食等の商業機能 など

開放された地区

ターミナル・
空倉庫等 駐車場・

公園等

会議室・
空スペース

みなとのオープン
スペース

開放された施設

フリーマーケットみなと写生大会

開放された施設や地区を活用し、
住民参加のイベント等を行う

賑わい創出

地域の活性化

28. みなとオアシス

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 港湾空港部 港湾計画課
〒650-0024 神戸市中央区海岸通２９ 神戸地方合同庁舎
TEL 078-391-8361
FAX 078-325-8288
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橋、ダム、港などのインフラ（社会資本）を観光資源として活用したインフラツアーを
紹介するインフラツーリズムポータルサイトを平成28年1月22日に開設し、全国各地で
実施されている現場見学会や民間事業者が催行するツアーなど、幅広く情報発信すること
により地域活動を支援します。

施設見学を取り入れたツアーの企画・催行は各地方整備局等の窓口へご相談下さい。

北海道開発局 開発監理部開発調整課
東北地方整備局 企画部企画課
関東地方整備局 企画部広域計画課
北陸地方整備局 企画部広域計画課
中部地方整備局 企画部企画課

★近畿地方整備局 企画部広域計画課
中国地方整備局 企画部企画課
四国地方整備局 企画部企画課
九州地方整備局 企画部企画課
沖縄総合事務局 開発建設部建設行政課

TEL：011-709-2311
TEL：022-225-2171
TEL：048-600-1330
TEL：025-280-8880
TEL：052-953-8127
TEL：06-6942-1141
TEL：082-221-9231
TEL：087-811-8308
TEL：092-476-3542
TEL：098-866-1908

インフラツーリズムポータルサイト で

（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/index.html）

検索

インフラツーリズムポータルサイト

全国のインフラツアー等を掲載

海上から300m上の主塔に登る人気のツアー
○世界最長の吊橋「明石海峡大橋」〔兵庫県〕
（本州四国連絡高速道路株式会社） ↓

まるで『地下神殿』 ↑
大雨による水をため込む巨大な調圧水槽を見学
○首都圏外郭放水路 〔埼玉県〕
（国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所）

インフラ施設の見どころ等も紹介

29. インフラツーリズム

概 要

各地の相談窓口

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 企画部 広域計画課 地方計画第一係
TEL 06-6942-1141（代）
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（民間事業者と連携した水辺整備の例）
・民間事業者による水辺のオープンカフェ等の営業活
動と河川管理者による護岸整備や管理用道路の整備

・民間事業者による遊覧船等の運行と河川管理者によ
る防災船着場の開放

【民間事業者が入った協議会が申請する場合の例】

民間事業者住民等 市町村 河川管理者

かわまちづくり計画作成

申請書作成・提出 水管理・
国土保全

局長登録

事業の推進（ソフト・ハード）

水辺と周辺地域の魅力向上

フォローアップ

・水辺整備
・民間事業者の施設

整備と一体となって
行う水辺整備

・占用許可準則の緩和
・積極的プロモート
・河川管理者による

利活用 等

支援・助言

民間活力を活かした「かわまちづくり」により地域が活性化

連携連携

事業計画と地域のまちづくり計画との整合確認

協議

連携

水辺を利活用
する検討 相談※相談

※専用窓口を設置

○ かわまちづくり支援制度に関するＨＰ
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/

優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷のイベント広場やオープンカフェの設置等、
地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とする「都市・地域再生等利用区
域」の指定等を支援

治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を通じ、まちづくりと
一体となった水辺整備を支援

○ 河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、
歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間
事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を
目指します。

○ 民間事業者の方々も、自ら発意をして「かわまちづくり計画」を策定する主体者となることが
可能です。

○ 民間事業者の方々にも気軽にご相談いただける「かわまちづくりよろず相談窓口」を開設して
います。

水辺のアウトドアラウンジ
（信濃川/新潟市）

リバーポートパーク
（木曽川/美濃加茂市）

30. かわまちづくり支援制度

概 要

ソフト支援

実施事例 「かわまちづくり」の流れ

民間事業者と河川管理者が連携した取組

ハード支援

○問い合わせ先 ：かわまちづくりよろず相談窓口（略称『かわよろず』）
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課

TEL 03-5253-8447 MAIL hqt-kawayorozu※gxb.mlit.go.jp
セキュリティー対策のため、※は@に置き換えた上で送信願います

令和３年度補正予算額： 都市水環境整備７，７１４百万円の内数
社会資本整備総合交付金５４，７２０百万円の内数

令和４年度予算案額：都市水環境整備２４，８７４百万円の内数
社会資本整備総合交付金５８１，７３１百万円の内数
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〇 魅力的かつ快適な「集約型都市」を目指す地域等において、景観計画を策定・改定する

市区町村に対する総合的な支援を行うとともに景観規制上既存不適格となる建築物等への是

正措置に対する支援を実施。

〇 これにより、歴史的なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活かした景観形成

を図り、質の高い景観まちづくりを推進することで、地域住民にとっての快適性や、内外か

らの観光客の訪問先としての魅力を向上し、地域活性化や観光立国の実現等を図るとともに、

ポストコロナにおける多様な価値観の受け皿となる個性的な都市の形成にも貢献。

※景観に関連のある計画等
・古都保存法に基づく歴史的風土保存計画
・歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画
・文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区
・観光圏整備法に基づく観光圏整備計画
・棚田地域振興法に基づく棚田地域振興活動計画
・「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づく主要な観光地
・都市再生特別措置法に基づく滞在快適性等向上区域

上記(１)(２)

上記(１)(２)

上記(３)

（１）景観計画策定・改定に要する経費

（２）景観計画策定・改定にあたっての外部専門家登用やコーディネート活動に要する経費

（３）景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置に要する経費

a.景観に関連のある計画等を定めている市区町村
b.立地適正化計画策定または策定に向けた具体的取組を開始・公表している市区町村

景観規制により既存不適格となった建築物の外観の塗り替え（イメージ）

31. 景観改善推進事業

目 的

対象事業

事業主体

補助率

○問い合わせ・申請先 ：近畿地方整備局 建政部 都市整備課 企画調査第一係
TEL 06-6942-1081

事業主体がa.かつb. に該当する場合 … １／２

事業主体がa. に該当する場合 … １／３

事業主体がa.に該当する場合 … １／３
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○地域再生計画の認定プロセス

作成

地域再生計画
（これまで10,000件を認定

(～Ｒ３.11）)

認定

支援

国

計画申請は年３回
申請から３月以内に認定

地 域

民間事業者、NPO等 地域住民

地方公共団体

内閣総理大臣認定
関係行政機関の同意

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用
機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生法に基
づき地方公共団体が作成する地域再生計画の認定等を行う。

○地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定、認定計画に基づく措置を通じて、
自主的・自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援

○地域再生の施策は、「就業の機会の創出」「経済基盤の強化」「生活環境の整備」が３本柱
○地域再生法は、各府省横断的・総合的な施策を乗せる共通プラットフォームとして機能
○計画認定には、地域再生基本方針（閣議決定）への適合を確認

①地方創生推進交付金 （H28創設）

②地方創生拠点整備交付金 （H28創設）

③地方創生整備推進交付金（道・汚水処理施設・港）

（H17創設、H28改正）

④企業版ふるさと納税

（まち・ひと・しごと創生寄附活用事業）（H28創設）

⑤地域再生支援利子補給金 （H20創設）

⑥企業の地方拠点強化の促進に係る課税の特例等

（地方活力向上地域等特定業務施設整備事業）

（H27創設、H30改正）

⑦地域再生エリアマネジメント負担金

（地域来訪者等利便増進活動計画）（H30創設）

⑧商店街活性化促進事業 （H30創設）

⑨「小さな拠点」の形成に係る手続・課税の特例

（地域再生土地利用計画） （H27創設）

（小さな拠点税制）（H28創設、H30改正）

⑩生涯活躍のまち形成事業（H28創設）

⑪地域住宅団地再生事業（R1創設）

⑫既存住宅活用農村地域等移住促進事業（R1創設）

⑬民間資金等活用公共施設等整備事業

（民間資金等活用事業推進機構（PFI推進機構）の業務特例）（R1
創設）

⑭補助対象施設の有効活用

（財産処分制限に係る承認手続の特例）（H17創設） 等

主な支援措置メニュー

32. 地域再生制度

概 要

事業イメージ

○ 地域再生法（平成17年法律第24号）

対象者

地方公共団体又は地方公共団体の組合
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支援内容

対象事業

支援スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進事務局 地域再生担当
TEL 03-5510-2474

地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を実施するための事業。
具体的には認定地域再生計画に記載された支援措置を活用して実施する事業。
なお、地域再生計画の認定基準は以下のとおり。

○ 地域再生計画の認定基準（地域再生法第5条第15項）
一 地域再生基本方針に適合するものであること。
二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当

程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

地域再生計画に記載し、認定を受けることにより活用することが可能となる法律上の特別
の措置及び各所管省庁が地域再生計画と連動して実施する施策は、地域再生基本方針別表
のとおり。
詳細はこちら
（ https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kekka/210330/kihonhoushin_beppyo.pdf ）

【観光地域づくりに資する施策】
○ 地方創生推進交付金（内閣府）
○ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）（内閣府）
○ 地域再生エリアマネジメント負担金制度（内閣府）
○ 商店街活性化促進事業に係る手続・資金調達の特例等（内閣府）
○ 農山漁村振興交付金（農林水産省）
○ 補助対象施設の有効活用 等

○ 毎年度５月、９月、１月頃 地方公共団体から地域再生計画の認定申請受付
○ 毎年度７月、11月、3月頃 内閣総理大臣が地域再生計画を認定
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33. 地方創生推進交付金

概 要

事業イメージ

対象者

令和４年度予算案額：

１００，０００百万円

地方創生の推進を目的として、地方版総合戦略に基づき、地方公共団体が自主的・主体的
に行う先導的な事業のうち、地域再生計画に記載された、複数年度にわたる事業について、
国から交付金を直接交付することにより、安定的かつ継続的に支援する。

地方公共団体
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（１）しごと創生 ローカルイノベーション、ローカルブランディング、ローカル
サービス生産性向上 等

（２）地方への人の流れ 移住促進、生涯活躍のまち、地方創生人材の確保・育成 等

（３）働き方改革 若者雇用対策、ワークライフバランスの実現 等

（４）まちづくり コンパクトシティ、小さな拠点、まちの賑わいの創出、
連携中枢都市、商店街活性化 等

地域再生法第5条4項1号に基づく地域再生計画に記載されている事項に対して、国から、
地方創生推進交付金（補助率：1/2）を交付。

2021年12月下旬 募集開始
2022年１ 月下旬 申請受付
2022年３ 月下旬 内示
2022年４ 月上旬 交付決定

支援内容

対象事業

支援スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進事務局 地方創生推進交付金担当
TEL 03-3581-4213

地方創生の推進を目的として、地方公共団体において、それぞれの地方版総合戦略
に位置づけられた事業であり、具体的には以下のような分野を想定
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重要伝統的建造物群保存地区の修理等の事業を一体的に実施することにより災害に強く魅
力的なまちづくりを実現する。

市町村

34. 伝統的建造物群基盤強化 令和４年度予算案額：
１，５６７百万円

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業
（１）伝統的建造物群の保存・対策、防災対策に係る調査
（２）修理・修景・公開活用整備

重要伝統的建造物保存地区内の建造物等について、保存修理、修景、公開活用に資する
設備の整備、情報発信等を実施し、重要伝統的建造物群保存地区の価値の維持と向上を
図るとともに、積極的な利用を推進。

（３）防災・耐震
重要伝統的建造物群保存地区の防災設備設置や耐震診断等。

（４）買上
重要伝統的建造物群保存地区内の建造物、土地の公有化。

（５）先端技術の活用
３次元計測等の先端技術の活用による防災環境の整備等。

支援内容

○ 調査、修理、先端技術活用、防災設備等、買上、公開活用 … 原則補助対象経費の1/2

支援スケジュール（予定）

交付予定 令和４年4月、6月、9月、11月
令和５年2月初頭

○問い合わせ先 ：文化庁 文化資源活用課
TEL 03-6734-2834
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地域での農林水産業・自然環境・IT産業の
活用による観光・地域づくり



35. 生物多様性保全推進支援事業 令和４年度予算案額：
１７２百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

各地域において実施される、一定の要件を満たす生物多様性の保全・再生に資する活動等
に対し、財政的支援を行うもの。

１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動

①特定外来生物対策 … 地域生物多様性協議会、地方公共団体
②重要地域の保全・再生 … 地域生物多様性協議会
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 … 地域生物多様性協議会
④地域・民間の連携促進活動 … 地方公共団体、地域連携保全活動支援センター

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
…動物園、植物園、水族館等

３．国内希少野生動植物種の保全活動
…地方公共団体、民間団体（研究機関、NPO、企業他）

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
…地域生物多様性協議会、地方公共団体

５．重要里地里山等の保全・活用に関する先進的・効果的な活動であって、
自然体験・教育、資源活用、雇用創出等に資する活動（里山未来拠点形成支援事業）
…里山未来拠点協議会

環境省

地域生物多様性協議会※１

地方公共団体
動植物園
研究機関

NPO
里山未来拠点協議会※２

交付金 各地域において、生物多様性
の保全・再生に資する活動等
を実施

※１原則として地方公共団体を中核とし、地域の関係団体等から構成（任意団体）
※２企業、地域金融機関、大学、NGO、自治体等により構成

１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動

①特定外来生物対策 … 特定外来生物の調査及び防除等
②重要地域の保全・再生 … 国立公園等内における生息環境の保全再生等
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 … 地域連携活動計画や自然再生事業実施計画の

作成、同計画に基づく生態系ﾈｯﾄﾜｰｸの構築等
④地域・民間の連携促進活動 … 地域連携保全活動支援ｾﾝﾀｰの設置、同ｾﾝﾀｰ

による情報発信や主体間のﾏｯﾁﾝｸﾞ等の取組
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支援内容

支援手続スケジュール（予定）

備考

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
国内希少野生動植物種を対象とした、種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の
取組等

３．国内希少野生動植物種の保全活動
国内希少野生動植物種を対象とした分布状況調査・保全計画策定、生息環境改善等

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物の早期防除に資する地域計画の策定等

５．重要里地里山等の保全・活用に関する先進的・効果的な活動であって、
自然体験・教育、資源活用、雇用創出等に資する活動（里山未来拠点形成支援事業）

交付金による財政支援を行う。交付率、支援期間等は以下のとおり。

１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動
交付率：事業費の１/２
期間：原則2年

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
交付率：定額（1種につき上限200万円）
期間：原則3年

３．国内希少野生動植物種の保全活動
交付率：定額 （分布状況調査・保全計画検討：上限250万円

生息環境改善等：150万円）
期間：原則3年

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
交付率：定額（1件につき上限250万円）
期間：原則1年

５．重要里地里山等の保全・活用に関する先進的・効果的な活動であって、
自然体験・教育、資源活用、雇用創出等に資する活動（里山未来拠点形成支援事業）

交付率：事業費の3/4
期間：原則２年以内

1～２月頃に公募を開始、省内審査を経て４～５月頃に採択案件を決定（予定）

過去の実施状況は、環境省ウェブサイト
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/local_gov/hozen/index.html
にて参照可能。

〇問い合わせ先：環境省 自然環境局自然環境計画課 生物多様性主流化室
TEL 03-5521-9108
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36. 自然環境整備交付金事業

環境保全施設整備交付金事業

事業イメージ

概 要

対象者

令和３年度当初予算額 ：１，６５７百万円
令和４年度当初予算額（案） ：１，８６７百万円

国立公園、国定公園等の保護と適正な利用を図るために都道府県が作成する自然環境整備

計画、環境保全施設整備計画に基づく整備事業の実施に対して、必要な経費を国が交付する
ことにより、地域の自然環境及び生物多様性の保全を推進し、自然共生社会づくりに寄与す
ることを目的としている交付金事業。

自然環境整備交付金又は環境保全施設整備交付金の交付を受けて交付対象事業を実施
する都道府県及び都道府県からその経費の補助を受けて交付対象事業を実施する市町村
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支援内容

支援手続スケジュール（予定）

対象事業

（１）国立・国定公園整備

公園事業として実施する道路（車道、自転車道、歩道）、橋、広場、園地、避難小屋、

休憩所、野営場、駐車場、桟橋、給水施設、排水施設、公衆便所、博物展示施設、
植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設、自然再生施設 等

※国立公園整備については、植生復元施設、動物繁殖施設、自然再生施設は対象外。

（２）国立公園及び国定公園区域外の整備

長距離自然歩道（歩道、橋、標識類、路傍休憩地 等）

平成１８年度までに着手している国指定鳥獣保護区における自然再生事業

（３）国立公園施設の長寿命化対策整備

インフラ長寿命化計画（個別施設計画）を策定し、地方公共団体が予防保全型管理を
行う既存の国立公園施設

（１）自然環境整備計画、環境保全施設整備計画に記載された交付対象事業の
総事業費に対し、

国立公園整備事業、長寿命化対策整備事業は事業費の1/2
国定公園等整備事業は45/100を上限

（２）交付金は整備計画に位置づけられた交付対象事業に対し都道府県に交付

○ 交付対象事業の範囲内で整備する事業を自由に選択することが可能
○ 都道府県に交付された国費を都道府県の裁量により個々の事業に配分が可能
○ 年度途中で事業費が変更となった場合、当該年度の国費率を変え、次年度の

交付額の算定において調整することが可能（年度間調整）

これらにより、地方の創意工夫を生かした自由度の高い事業展開と、地域の状況に応じた
柔軟な予算配分が可能

都道府県知事より自然環境整備計画、環境保全施設整備計画を環境大臣へ提出
→ 都道府県知事より交付申請
→ 環境大臣が交付決定
→ 都道府県が事業実施
→ 都道府県知事より実績報告を環境大臣へ提出
→ 環境大臣が交付額の確定

〇問い合わせ先：環境省 自然環境局 自然環境整備課
TEL 03-5521-8281
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農山漁村振興交付金のうち

37. 農山漁村発イノベーション対策
令和４年度予算案額：
9,752百万円の内数

○ 農山漁村の活用可能な地域資源を他分野と組み合わせること等により活用する「農山漁村発
イノベーション」により、地域における新たな事業・雇用機会を創出（６次産業化を発展）

○ 農山漁村発イノベーションの推進に当たっては、農業以外の事業にも取り組む農業者や事業
者等多様な主体が連携

農山漁村発イノベーション推進支援事業

森林を利用したヒーリング事業農産物を利用した新商品開発 エネルギー事業

１．農山漁村発イノベーション推進支援事業

２次・３次産業と連携した加工・直売にかかる商品開発、農林水産物や農林水産業に
関わる多様な地域資源を新分野で活用した商品・サービスの開発、これらにかかる研究
開発等を支援します。

（支援対象の取組）

① ２次・３次産業と連携した加工・直売の推進

② 新商品開発・販路開拓の実施

③ 直売所の売上向上に向けた多様な取組

④ 多様な地域資源を新分野で活用する取組

（※取組に係る簡易な施設整備も支援対象）

【事業期間：上限２年間、交付率：1/2（上限500万円/事業期間）】

⑤ 多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組

【事業期間：上限２年間、交付率：定額（上限500万円/事業期間）】

概 要

対象事業 （次頁へ続く）
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○問い合わせ先：近畿農政局 農村振興部 地域整備課（２の事業のうち定住促進対策型、交流対策型）
TEL 075-414-9553
経営・事業支援部 地域食品・連携課（１の事業と２の事業のうち、産業支援型）
TEL 075-414-9025 FAX 075-414-7345

① 定住促進対策型、交流対策型
（旧 農山漁村活性化整備対策）

都道府県や市町村が計画主体とな
り、農山漁村における定住・交流の
促進、農業者の所得向上や雇用の増
大等、農山漁村の活性化のために必
要となる農産物加工・販売施設、地
域間交流拠点等の整備を支援します。

② 産業支援型
（旧 食料産業・６次産業化交付金のう

ち６次産業化施設整備事業）

農林漁業者等が多様な事業者と
ネットワークを構築し、制度資金
等の融資又は出資を活用して６次
産業化に取り組む場合に必要とな
る、農産物加工・販売施設等の整
備に対して支援します。

なお、非接触・非対面での作業
に対応した加工・販売施設等の整
備も可能です。

集出荷・貯蔵・加工施設

定住促進対策型、交流対策型

○計画主体 都道府県、市町村※１

○事業実施主体 都道府県、市町村、農林漁業者団体等
○事業期間 原則３年間（最大５年間）

廃校を利用した交流
施設

※１ 農山漁村活性化法に基づく活性化計画の認定が必要

農産物直売所

産業支援型

※２ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定が必要
※３ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定が必要

農産物処理加工施設 農家レストラン

○事業実施主体 農林漁業者団体※２

中小企業者※３

○事業期間 原則１年間

再生可能エネルギー発電・蓄
電・給電設備について、①又は②
の施設整備と同時に設置する場合
に加え、既存の活性化・６次化施
設に追加して設置する場合も支援
の対象とします。

発電設備等の整備

販売・交流施設等

太陽光発電設備

電力供給

EV車等への給電設備

２．農山漁村発イノベーション等整備事業

対象事業 （続き）
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農山漁村振興交付金のうち

38. 農泊の推進
令和４年度予算案額：
9,752百万円の内数

農山漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の構築、観光コンテンツ
の磨き上げ、多言語対応やワーケーション対応等の利便性向上、滞在施設等の整備等を一体
的に支援するとともに、国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専門家
派遣等を支援。

＜農泊（農山漁村滞在型旅行）＞ ＜農泊推進体制＞

農山漁村地域

廃校を活用した
宿泊施設

（簡易宿所等）

古民家ステイ
（簡易宿所）

ホテル・旅館

農家民泊

民泊
農家民宿

（簡易宿所）

農家レストラン

郷土料理

ジビエの活用

外部料理人のアイデア
を加えた創作メニュー

利益と雇用を生み出して
住みよく持続可能なものとし

食を安定的に供給

※ 中核法人の主たる事業は、農林漁業関連、
観光協会等の非営利事業、体験・ガイド、
宿泊事業等

多様な関係者がプレイヤーとして地域協議
会に参画し、法人化された中核法人を中心
として、地域が一丸となって取り組む体制。

宿 泊 業 飲 食 業 交 通 業

農林水産業小 売 業（お土産等）

地域協議会

中核法人※

旅 行 業情報通信業 金 融 業

１．農泊推進事業【ソフト対策】： 地域協議会等

２．施設整備事業【ハード対策】
① 市町村・中核法人実施型 ： 市町村、地域協議会の中核法人等
② 農家民泊経営者等実施型 ： 地域協議会と地域内の農家民泊経営者等との連携体

（次頁へ続く）

１．農泊推進事業【ソフト対策】

（１）農泊の推進体制構築や観光関係者とも連携した
観光コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新
たな取組に必要な人材確保等を支援。

（２）実施体制が構築された農泊地域を対象に、イン
バウンド受入環境の整備やワーケーション受入対
応、地元食材・景観等を活用した高付加価値コン
テンツ開発等を支援。

課題に応じた専門家の派遣・指導

地元食材・景観等を活用した高付加価値コンテンツの開発

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多言語への対応

インバウンド受入環境の整備

農業体験 サイクリング

自然公園
トレッキング文化財

景観（棚田）

魚市場

滞在中に
楽しむ

体 験

食 事宿 泊

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業
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（続き）

２．施設整備事業【ハード対策】

① 市町村・中核法人実施型
農泊を推進するために必要となる古民家等を活用した

滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流施設等の整備を支援
（施設の新築も支援対象に含まれる）。

② 農家民泊経営者等実施型
地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を支援

（農家民泊から農家民宿へ転換する場合、促進費の活用可能）。
古民家を活用した滞在施設

廃校を改修した大規模滞在施設

上記事業に対する取組に対し、以下の交付率にて支援を行う。

１．農泊推進事業【ソフト対策】

（１）事業期間：２年間、交付率：定額（上限500万円/年等）
（２）事業期間：上限２年間、交付率：１/２等

２．施設整備事業【ハード対策】

① 市町村・中核法人実施型
事業期間：２年間
交 付 率 ：１/２（国費上限2,500万円※）

（※ 遊休資産の改修：上限5,000万円、
市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修：上限1億円）

② 農家民泊経営者等実施型
事業期間：１年間
交 付 率 ：１/２（国費上限1,000万円/経営者かつ5,000万円/地域）

一次公募：例年２月
※スケジュールは予定であり、詳細は随時HPでご確認ください。

国

定額
１/２ １/２

地

域

協

議

会

等

中
核
法
人
等

（
２
の
事
業
）

（
１
の
事
業
）

対象事業

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：近畿農政局 農村振興部 農村計画課
TEL 075-414-9050
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委託事業の実施（補助金ではありません）

マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業のうち

39. 訪日外国人対応による輸出促進連携支援事業 令和４年度概算決定額：
８０百万円

概 要

日本の食・食文化の魅力でインバウンドの回復・増大を図り、これを農林水産物・
食品の輸出につなげる好循環の構築に向けた取組を支援するとともに、新たな需要の
開拓のため、訪日外国人及び海外消費者を中心に関心が高まっている日本の食・食文
化について、より高付加価値な情報の整理・発信等に向けた取組を支援します。

事業内容

支援内容

事業イメージ

○問い合わせ先 ：近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
TEL 075-414-9025 FAX 075-414-7345

１．食体験コンテンツの造成・提供支援
地域の食・食文化の魅力で訪日外国人の誘致を図る重点地域（SAVOR JAPAN）を中心

に、訪日外国人のニーズに対応した食体験コンテンツの造成・磨き上げを支援するととも
に、DXの活用等による効果的かつ一元的な情報発信を支援します。

２．日本の食文化の多角的な価値の整理・情報発信
食文化の多角的な価値※の情報を、体系的に整理・調査し、国内外にわかりやすく情報

発信します。
［※歴史や文化、製造方法などの伝統や特徴、健康有用性、持続可能性等］

３．食文化コンテンツ関連の人材育成
国内外に向けて食文化の普及活動を行う中核的な人材の育成を行います。
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40. エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業 令和４年度予算案額：
２８百万円

事業イメージ

概 要

対象者

国立公園や棚田地域等において、自然観光資源を活用した地域活性化を推進するため、
エコツーリズム推進法に基づく全体構想を作成し、原則として3年以内に認定申請を行う
方針を有する地域協議会に対して、魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成など
の地域のエコツーリズムの活動を支援する。

：エコツーリズムに取り組む又は取り組もうとする地域の多様な主体で
構成されている地域協議会（市町村の参加は必須）

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

対象事業

エコツーリズム地域活性化支援事業（交付金）
エコツーリズムを推進する活動で以下に掲げる事業等を支援。
・エコツーリズム推進全体構想の作成
・エコツーリズムの推進体制の整備、強化
・資源調査
・エコツアーのプログラムづくり
・ガイド等の人材育成 等

エコツーリズム地域活性化支援事業（交付金）
・交付対象経費の1/2を助成（１地域あたりの交付金額は最大で500万円（令和３年度実績））

：次年度分は概算決定後1月下旬～2月に募集予定

〇問い合わせ先：環境省 自然環境局 国立公園課 国立公園利用推進室
TEL 03-5521-8271
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41. 国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業
令和４年度予算案額：125百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

○ 地域一体となった効果的なコンテンツ提供のための計画策定等
地域協議会等における地域内の複数コンテンツを効果的に提供するための受入れ体制の
整備や地域のテーマやストーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブランディング等に
係る自然公園法に基づく自然体験活動促進計画等の計画策定・改定等。

（対象は国立・国定公園。ただし、関連する国立・国定公園外の活動についても対象とする。）

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進するため、訪日外国人
の旅行消費額や延べ宿泊者数の増加に向けて、大きなポテンシャルを有する自然体験等の
コンテンツについて、地域のテーマやストーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブラン
ディング等に係る計画策定の支援を行う。

地方公共団体、観光協会、民間事業者（観光協会やDMO等との連携）、地域協議会等

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

上記対象事業に支援を行うもので、協議会を設置して自然公園法に基づく自然体験活動

促進計画を策定する場合は補助率1/2 を2/3 にかさ上げ。

間接補助から直接補助へ変更
（コンテンツ造成への支援は令和４年度は含まない）

令和４年４月以降：令和４年度事業計画募集予定

〇問い合わせ先：環境省自然環境局 国立公園課 TEL 03-5521-8278
国立公園利用推進室 TEL 03-5521-8271
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42. 国立公園等多言語解説等整備事業

事業イメージ

概 要

対象者

令和４年度予算案額：
2,201百万円の内数

国立公園、国定公園等の案内板や展示物における多言語解説の媒体整備を支援するもの。

地方公共団体、観光協会・DMO等の団体、民間事業者等

※国立公園で多言語解説文作成を行う場合は、観光庁が実施する「地域観光資源の
多言語解説整備支援事業」において作成する英文解説文を活用することが必要。
国立公園以外で多言語解説文作成を行う場合は、観光庁の作成指針等を活用する
こと等を要件とする。
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支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

補助事業で３言語以上の解説文整備を行う場合、言語数に応じて加点する。

交付対象経費の2/3を助成（予定）

令和４年４月以降に公募開始予定。

これまでの観光庁多言語事業とも連携しつつ、国立公園、国定公園等の案内板や
ビジターセンター等の展示物、その他各種関係コンテンツ等について、ICTなども
活用し、英語・中国語・韓国語等の多言語にて、外国人目線で分かりやすく魅力的
な多様な解説整備をエリア一帯で促進。

（想定される媒体）
・多言語解説文（国立公園以外が対象）
・案内板・解説板
・標識（解説板と一体的に整備するもの）
・ビジターセンター等の展示
・デジタルサイネージ（コンテンツ制作を含む）
・タブレット端末（コンテンツ制作を含む）
・WEBサイト（2次元コード等との連動を含む）
・パンフレット等（2次元コード等との連動を含む）

※国立公園、国定公園等に関連する内容を含み、公園への誘客を促すものであれば、

公園区域外の駅・バスターミナル・道の駅等の拠点等で実施する事業も補助対象

対象事業

〇問い合わせ先：環境省 自然環境局 国立公園課
TEL 03-5521-8279
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43. 国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業

事業イメージ

概 要

対象者

令和４年度予算案額：
2,201百万円の内数

国立公園内の利用拠点における滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基
づく利用拠点上質化整備等を行うことにより、外国人訪問者の国立公園での体験滞在
の満足度を向上させる事業に対する補助。

・地方公共団体（都道府県、市町村）
（※対象事業のうちの①②）

・民間企業
・社団法人、財団法人、特定非営利活動法人
・観光協会・広域観光推進機構、その他協議会等
（※対象事業のうちの②に限る）

地方公共団体・民間事業者等に対する補助事業（補助率：1/2（一部2/3））
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支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

改正自然公園法に基づく利用拠点整備改善計画の策定支援については補助率を優遇

事業費の１／２を上限に助成（対象事業の①のうち改正自然公園法に基づく利用拠点
整備改善計画の策定支援については２／３を上限に助成）

対象エリアは以下のとおり。
自然公園法第３６条に基づき指定された集団施設地区内、又は自然公園法第２０条
に基づき指定された特別地域内において国立公園利用者サービスを提供する施設が
集積している地域

令和４年４月頃以降に補助対象案件の公募を開始予定

対象事業

① 国立公園利用拠点計画策定支援

② 国立公園利用拠点上質化整備
１．廃屋撤去事業

・撤去後の跡地が地域活性化のための利用に供される廃屋の撤去

２．インバウンド対応機能強化
・多言語サイン・標識の整備
・公衆無線LAN環境整備
・トイレ洋式化

３．文化的まちなみ改善
利用拠点における文化的資産への国立公園利用者の誘導、文化的資産との連携
の効果を発揮する外構修景、建築外観修景、建築設備等修景等を行うもの

４．既存施設観光資源化促進
既存の国立公園利用サービス施設に対し、インバウンド受け入れを前提とした
施設の機能転換または機能強化のための内装整備及び設備整備を行う事業

５．ワーケーション受入事業支援
国立公園利用サービス施設において、ワーケーションの実施を前提とした内装
整備及び設備整備を行う事業

６．無電柱化など引き算の景観改善
無電柱化や通景伐採、駐車場アスファルト舗装面の緑地化による「引き算」の
取組により、国立公園利用拠点の景観を良好なものに改善する事業

〇問い合わせ先：環境省 自然環境局 国立公園課
TEL 03-5521-8278
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44. 国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業
令和３年度補正予算案額：799百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

ウィズ・コロナ時代に自然・健康への関心が高まる中、自然の中で滞在し、自然体験
やテレワークを行うニーズが高まっている。国立･国定公園の利用拠点において、民間
事業者等が取り組む自然体験プログラム推進のための企画造成、ワーケーション受入や
自然との調和を図られた滞在環境の整備を支援することにより、今後の誘客に向けた
受入環境を整える。

地方公共団体、民間事業者、地域協議会等

国立・国定公園の利用拠点における
① 利用拠点を活用した自然体験プログラム推進のための企画造成等
② 公園事業者等が行うコロナ対応、ワーケーション受入や自然との調和が図られた

滞在環境の整備
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支援内容

支援手続スケジュール（予定）

① 国立・国定公園での利用拠点を活用した自然体験プログラム等
（補助額：定額上限400万円または１/２）

１．自然体験プログラムに係るコンサルティング、事業計画の策定

２．テストマーケティングまたはファムトリップの実施、自然環境状況の調査等、
自然体験プログラムの実施に向けた必要な調査

３．海岸清掃、修景伐採、歩道修繕等、自然体験プログラムの準備に向けて必要な
環境整備

４．自然体験プログラムの実施（二次交通の構築を含む）

５．自然体験プログラムに係るパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の整備
及び多言語化・デジタル化、キャッシュレス化

６．研修の実施等、自然体験プログラム等の実施のための人材育成

７．上記に必要な資材等の購入及び賃借

８．上記に付随して実施する感染症対策及び環境負荷低減対策
（脱炭素化、プラスチックごみゼロ化に向けた取組等）

② 国立・国定公園の利用拠点でのコロナ対応を含むワーケーション受入や
自然との調和が図られた滞在環境の整備に係る事業
（補助額：１/２または2/3）

１．国立公園利用者向けサービスを行う施設の外構における、門、塀、さく、植栽、
街灯の整備（自然との調和が図られたものに限る）

２．国立公園利用者向けサービスを行う施設の新築、増築、改築、大規模な修繕
及び大規模な模様替に係る工事費のうち、外観に係る費用
（自然との調和が図られたものに限る）

３．屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の
除去、隠ぺい又は改善（自然との調和が図られたものに限る）

４．温泉施設･設備の修景、ストリートファニチャーや案内板の整備その他自然との
調和が図られた滞在環境の形成のため必要な事業

５．ワーケーションの実施を目的とした内装整備及び設備整備（公衆無線LAN環境整備、
スペース改装、コロナ対応を含む設備改修等）を行う事業（利用が停止した既存施設
のワーケーション向けの機能転換も含む）。
国立・国定公園での自然体験プログラム（補助金を活用したもの以外も含む）と連携
して実施する事業、古民家や歴史的建造物の再生等地域の文化資産活用に資する事業、
又は地域材活用をはじめとした地場産業活性化に資する事業

令和４年３月に公募開始予定

〇問い合わせ先 ：環境省 自然環境局 国立公園課
ＴＥＬ 03-5521-8279
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■ 近畿総合通信局管内における派遣要請例（202１年度）

・宿泊施設等をワーケーションで活用するための助言

・図書館と図書館サポーターの関係を構築するためのノウハウを助言

・自治体DX推進計画に基づく取り組みの研修会へ講師

・デジタル化による改革、新しい生活様式に適応したサービスに関する助言

・マイナンバーカードの普及促進に向けた取組に関する助言

45. 地域情報化アドバイザーの派遣

概 要

地域が抱える様々な課題を解決するため、地方公共団体等からの求めに応じて、ICTの知見
を有する「地域情報化アドバイザー」を管内のどこにでも無料で派遣し、助言を行います。

イメージ図

○問い合わせ先 ：総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課
TEL 06-6942-8521

アドバイザー
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 一部テキスト入出力のみを含めて３１言語に対応

 自動言語認識機能１０言語に対応

 日英中韓を含め１２言語の旅行会話で実用レベルの翻訳が可能

VoiceTraサポートページ：https://voicetra.nict.go.jp/

https://gcp.nict.go.jp/news/products_and_services_GCP.pdf

■ ＮＩＣＴの多言語翻訳技術を活用した民間の製品・サービス事例

・多言語音声翻訳アプリ VoiceTra

VoiceTraは、国立研究開発法人 情報通信研究機構の

"音声認識・翻訳・音声合成技術"を活用した音声翻訳アプリです。

ダウンロード用
QRコード

ＮＩＣＴが開発した多言語音声翻訳技術をお試し頂けます。

■ 多言語翻訳システムの活用促進

総務省は、世界の「言葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現する「グ

ローバルコミュニケーション計画2025（令和２年３月策定）」を推進しています。

総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が開発した多言語翻訳

技術を導入した多言語翻訳システムの活用を促進することで、コミュニケーションの

充実による「おもてなし力」の向上を図ります。

46. 多言語翻訳システムの社会実装推進への取組

概 要

○問い合わせ先 ：総務省 近畿総合通信局 情報通信連携推進課
TEL 06-6942-8623

67



地域が抱える様々な課題（防災、セキュリティ・見守り、買物支援など）をデジタル技術や
データの活用によって解決することを目指すスマートシティの実装を関係府省と一体的に推進。

地方公共団体（都道府県・市町村）等

事業費の１／２

平成29年度～令和５年度

47. 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 令和４年度予算額：
４６０百万円

概 要

補助率

予算額

実施団体

計画年数

イメージ

○問い合わせ先 ：総務省 近畿総合通信局 情報通信振興課
TEL 06-6942-8522

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

5.05 2.46 2.2 2.2 5.83 ４.６

大企業やベンチャー
企業など、多様な
主体が参画

近隣自治体等へ横展開し、
波及効果を最大化

地域が抱える多様な課題解決を実現

スマートシティの実現

農林水産

交通

観光

健康・医療

行政 気象

様々なデータを収集

※都市OS／データ連携
基盤とは、都市に関わる
様々なデータについて、
センサー等の端末からア
プリケーションまでデー
タを流通させる機能を
持ったプラットフォーム
のこと。デジタル技術・データの活用（都市OS／データ連携基盤※）

地域課題解決のためのサービスの実装

公募する事業

地域が抱える様々な課題の解決や地域活性化・地方創生のため、スマートシティリファレ
ンスアーキテクチャを満たす都市OS／データ連携基盤の導入（整備・改修）や当該都市OS
に接続するデジタル技術を活用したサービス・アセットの整備等を行う事業。

（億円）
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48．DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による
観光サービスの変革と観光需要の創出 令和４年度予算案額：

７８１百万円

ポストコロナを見据え、旅行者の体験価値向上、消費機会の拡大、来訪意欲増進と顧客
定着等を図るため、デジタル技術と観光資源の融合等（ＤＸ:デジタルトランスフォーメー
ション※）により新しい観光コンテンツを創出するなど、観光サービスの変革と観光需要の
創出を目指した取組を進める。

（※）デジタル技術及びデータを活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
組織の文化・風土や業務を変革することにより、競争上の優位性を確立すること。

地域の観光
・交通関係

事業者

システム・IT
関係事業者

密な連携
旅行者の体験価値向上、消費機会
の拡大、来訪意欲増進と顧客定着
等を目指す。

概 要

事業イメージ

オンラインを活用した来訪意欲の増進と顧客定着につながる取組

動画配信サービスに加え、バーチャル空間等を活用し、新規顧客
の来訪意欲増進のためのコンテンツ造成や、既に来訪した顧客の
リピーター化につながるような仕組みの構築等の取組を推進する。

旅行者の体験価値向上を図る取組

ＸＲ※や５Ｇ等のデジタル技術と、文化・自然等の既存の観光資源や
バス・鉄道等の移動手段を掛け合わせた新たな観光コンテンツの造成
等を図る。
※ ＶＲ（仮想現実）、ＡＲ（拡張現実）等の総称

観光地経営の改善につながる取組

人流・購買等のリアルタイムデータや予約・経路検索等の各種デー
タを活用し、観光地における消費機会の拡大につながる取組を推進
する。
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令和４年２月～４月上旬 ： 事業者公募
令和４年５月 ： 事業者採択
令和４年５月中旬以降 ： 支援開始

対象事業の実施に必要な経費を予算の範囲内で負担。
国費による調査事業（定額）であるため、補助事業・交付金事業ではないことに留意。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）により旅行者の体験価値向上、消費機会の
拡大、来訪意欲増進と顧客定着等を目指す調査・コンテンツ造成・実証等の取組

対象者

地域の観光事業者、旅行会社、地方公共団体、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、
ICT分野の先進技術やデータ収集・分析・活用等の知見を有するベンチャー・大学・
民間企業、関係団体等から構成されるコンソーシアム・団体

対象事業

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光資源課

TEL 03-5253-8924

03-5253-8925 
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49．観光DX推進緊急対策事業 令和３年度補正予算額：
２１９百万円

地方公共団体・観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、地域の観光事業者、先進技術を保有
する企業等が一体となって、デジタル技術を活用し、観光地の混雑回避や移動円滑化、
観光客の周遊の促進、再来訪の促進など、観光地経営の改善を図るための実証事業を行う。

センサー等を活用した地域内混雑度の表示による混雑
回避の誘起、駅・施設等の混雑予測を踏まえた移動の円
滑化等を図る。

観光地の密を避けるための混雑回避・移動円滑化

渋滞の可視化等により、特定地点における観光客の滞
留を避け、ウォーキング・自転車・自家用車等での周遊
促進を図る。

観光消費を地域全体に広げるための周遊促進

地域内の移動データ等を活用した観光地・観光客の状
況把握等を行い、趣味・嗜好に合わせたサービスを提供
するなどにより、来訪者のリピーター化を図る。

観光消費を一過性で終わらせないための
来訪者のリピーター化

概 要

事業イメージ
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令和４年１月下旬～２月末 ： 事業者公募
令和４年３月下旬 ： 事業者採択
令和４年４月以降 ： 支援開始

対象事業の実施に必要な経費を予算の範囲内で負担。
国費による調査事業（定額）であるため、補助事業・交付金事業ではないことに留意。

デジタル技術を活用した観光地の混雑回避や移動円滑化、観光客の周遊の促進、再来訪
の促進など、観光地経営の改善を図るための実証等の取組

地域の観光事業者、旅行会社、地方公共団体、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、
ICT分野の先進技術やデータ収集・分析・活用等の知見を有するベンチャー・大学・
民間企業、関係団体等から構成されるコンソーシアム・団体

対象者

対象事業

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光資源課

TEL 03-5253-8924

03-5253-8925 
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ウィズコロナやポストコロナにおける地方活性化を
Ｖ－ＲＥＳＡＳにより推進する情報支援事業

50. 地域経済分析システム（RESAS）による
地方版総合戦略支援事業

令和４年度予算案額：
９８百万円

地方創生を推進するため、地方公共団体等の地方創生の担い手に対して、RESAS等の
普及・活用の促進やV-RESASによる感染症の影響の可視化を行う。

地方公共団体、金融機
関、商工団体や観光地
域づくり法人（DMO)
等で可視化データを活
用。

RESAS等のデータに
基づいた政策立案や経
営判断を各地域で支援。
観光施策等の立案に活
用。

掲載データや機能の更新を実施。

地方公共団体等の地方創生の担い手が、RESAS等のデータに基づき、地域の現状・実態
を正確に把握した適切な政策立案や経営判断を行えるよう、データ分析の専門家等を派遣
するほか、可視化サイトによる情報提供等の支援を行う。

地域経済に関する官民の様々
なデータを地図やグラフ等で
表示し、分かりやすく「見え
る化」。

昨年度からの変更のポイント

地方公共団体、金融機関、商工団体、観光地域づくり法人（DMO) 等

令和３年度補正予算額：
６２２百万円

概 要

対象者

支援内容

事業イメージ

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進室 ビッグデータチーム
TEL 03-3581-4541
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訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、ICT等を活用した観光地の受入
環境整備を支援する。

地方公共団体、民間事業者等

補助対象事業者

対象事業

補助率

 インバウンド周遊環境の整備
観光地における多言語対応、無料WI-FIの整備等の基本的な受入環境整備に加え、
徒歩によるまちなか周遊を促すための賑わい拠点となる屋外広場の整備、ナイト
タイムエコノミー環境の整備、レンタカー等による広域周遊を促すためのグラン
ピング環境の整備等を支援する。

 古民家等の観光資源化
インバウンド対応のための内装整備や、多言語対応のための設備整備等を支援する。

 観光振興のための無電柱化
電線管理者が実施する無電柱化を支援する。

 先進的なサイクリング環境整備
訪日外国人旅行者に対応した質の高いサイクリング環境の創出を図るため、官民
が連携して実施する受入環境整備、情報発信等を支援する。

 歴史的観光資源の高質化
歴史的なまちなみを阻害する建築物・空地等の美装化・緑化、除却及び伝統的な
意匠形態を有する新築建築物の外観修景を支援する。

 インバウンド周遊環境の整備・・・ 1/2、1/3

 古民家等の観光資源化・・・・・・ 1/2、1/3

 観光振興のための無電柱化・・・・ 1/2

 先進的なサイクリング環境整備・・ 1/2

 歴史的観光資源の高質化・・・・・ 1/3

概 要

51. ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化
（ソフト事業） 令和４年度予算案額：

２２４百万円

○問い合わせ先
■インバウンド周遊環境の整備 ：近畿運輸局 観光部 観光企画課

TEL 06-6949-6466
FAX 06-6949-6135
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• レンタカーやレンタサイクルでの観光スポット巡り、
コト消費などを楽しみ、滞在できる環境を整備

 賑わい拠点となる

屋外広場の整備

 ナイトタイムエコノミー環境
の整備

 混雑状況の見える化
 グランピング環境の整備  EV急速充電器の整備

徒歩によるまちなか周遊 レンタカー・レンタサイクルによる広域周遊
• 徒歩での観光スポット・商店街巡り、食べあるき、その地域ならではの催し、
夜のまちあるきなどを楽しむ環境を整備

町並みのライトアップナイトマーケット

 AIチャットボットの導入

 キャッシュレス化

 公衆トイレの洋式化、

洗面器の自動水栓化

 観光スポットの多言語化

 無料W-Fiの整備

 ワーケーション環境の整備

 ICTを活用したゴミ箱の整備

 観光案内所等の整備・改良 等

 段差の解消

■インバウンド周遊環境の整備

 歴史的観光資源の高質化

歴史的なまちなみを阻害する建築物・空地等の美装化・緑化、
除却及び伝統的な意匠形態を有する新築建築物の外観修景
に対し支援を行う。

整備前 整備後

 歴史的な景観に配慮した建造物  まちなみを阻害する建築物の除却

 古民家等の観光資源化

・古民家等の歴史的建築物における設備整備
・古民家等の活用に向けた内装整備及び内装整備と
併せて実施する簡易な耐震補強

・古民家等の広報方針の策定
・外国人観光客へのプロモーション活動

（宿泊施設、茶道等体験施設への内装改修）

 先進的なサイクリング環境整備

PACIFIC CYCLING ROAD

1,400 km

200m

多言語案内看板 サイクルラックの設置

■走行環境整備
■受入環境整備
■魅力づくり
■情報発信

 観光振興のための無電柱化

事業イメージ
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52. ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化
（ハード事業）

まつり広場

〇〇寺

旧〇〇邸
（古民家）

〇〇公園

〇〇商店街

△△商店街

サイクル
ポート

旧○○邸
（古民家）

サイクル
ポート

サイクル
ポート

（１）地方公共団体（電線管理者を含む）

（２）民間事業者等

訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに
至るまでの散策エリアについて、ICTも活用して、多言語案内標識や無料エリアWi-Fiの整備、域内の小売
・飲食店を挙げたキャッシュレス決済対応等のまちなかにおける面的な取組や、これらと一体的に行う
外国人観光案内所や「道の駅」等の機能強化、古民家等の歴史的資源や自転車の活用等を集中的に支援し、
「まちあるき」の満足度の向上を目指す。あわせて、観光地の災害等の非常時の対応能力の強化を図る。

２分の１、３分の１

以下を含む、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある観光地として観光庁が指定するもの

○ 訪日外国人旅行者の評価が既に高い観光地
○ 重要な文化財や国立公園が所在する地域
○ 国際的なイベント・会議の開催等により、訪日外国人旅行者の来訪が多く見込まれる観光地

■古民家等の歴史的資源の活用による観光まちづくり

◯歴史的観光資源高質化支援事業
＜歴史的観光資源の高度化＞

主動線

副動線

集中的整備区域

外国人
観光案内所

観光案内板 キャッシュレス端末、
多言語対応機器の集中整備

公衆トイレWi-Fi

各種
誘導看板

◯観光地域振興無電柱化推進事業
＜電線の地中化や軒下・裏配線等の無電柱化＞

◯古民家等観光資源化支援事業
＜古民家等の観光資源化＞

令和４年度予算案額 ： ２２４百万円

※ 詳細は国土交通省観光庁HP掲載の観光振興事業費補助金交付要綱、観光振興事業費補助金交付要領を確認ください。

○問い合わせ先
歴史的観光資源高質化支援事業 近畿地方整備局 建政部 都市整備課（企画調査） TEL 06－6942－1081
古民家等観光資源化支援事業 近畿地方整備局 建政部 住宅整備課 TEL 06－6942－1078
観光地域振興無電柱化推進事業 近畿地方整備局 道路部 地域道路課 TEL 06－6942－4418
先進的なサイクリング環境整備事業 近畿地方整備局 道路部 交通対策課 TEL 06－6942－9107

PACIFIC CYCLING ROAD

1,400 km

200m

多言語案内看板 サイクルラックの設置

■先進的なサイクリング環境整備事業

■走行環境整備 ■受入環境整備
■魅力づくり ■情報発信

概 要

地域条件 ※

補助率 ※

事業主体 ※

地域の観光スポットに基づいた散策エリアと一体的整備イメージ ※
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文化・歴史による観光・地域づくり



53. 歴史的資源を活用した観光まちづくり事業 令和３年度補正予算額：

９，９８８百万円の内数

歴史的資源を活用した観光まちづくり展開地域等において、地域の城寺・古民家・伝統
文化等の歴史的資源を活用した観光コンテンツの造成等の支援を行う。また、事業推進の
環境整備として、地域側への機運醸成や保存・活用に関わる指針を策定し、成功地域創出
に寄与する。

（１）モデル事例創出調査事業
他地域に横展開できるモデル事例を創出するために、計画策定等の
初動支援、専門家による伴走支援、コンテンツ造成や販路形成支援
を実施。

（２）城泊についての専門家派遣事業
城泊に取組む意欲がある地方自治体・DMO等に対して、
専門家を派遣し、首長や自治体内の担当者等へ理解促進や城泊及び
歴史的資源を活用した観光まちづくりを進める助言を行う。

（３）城泊・寺泊・古民家泊の滞在環境・体験コンテンツ整備
上質な観光サービスを求める国内外の旅行者に向けた城泊・寺泊・

古民家泊の高質化を目的に、宿泊施設の改修や実証実験、体験コンテンツ造成等を支援。

（１） ：地方自治体、観光まちづくり団体等
（２）（３）：観光地域づくり法人（DMO）、地方公共団体またはそれらを含む

地域協議会、民間事業者等

インバウンド化に伴う
リフォーム滞在環境整備

コンシェルジュ
多言語対応支援

（１） モデル事例創出調査事業
（２） 城泊についての専門家派遣事業
（３） 城泊・寺泊・古民家泊の滞在環境・体験コンテンツ整備

概 要

事業イメージ

城主体験 侍体験 座禅・写経体験

対象者

対象事業
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（１）モデル事例創出調査事業

・他地域に横展開できるモデル事例を創出するために、計画策定等の初動支援、
専門家による伴走支援、コンテンツ造成や販路形成支援を実施。

・採択件数：８地域程度（2000万円・定額）

（２）城泊についての専門家派遣事業

・城泊に取組む意欲がある地方自治体・DMO等に対して、専門家を派遣し、首長や自治
体内の担当者等へ理解促進や城泊及び歴史的資源を活用した観光まちづくりを進める
助言を行う。

・採択件数：４件程度（専門家派遣のみ）

（３）城泊・寺泊・古民家泊の滞在環境・体験コンテンツ整備

・上質な観光サービスを求める国内外の旅行者に向けた城泊・寺泊・古民家泊の高質化
を目的に、宿泊施設の改修や実証実験、体験コンテンツ造成等を支援。

・採択件数：８件程度（上限1000万円・補助率：1/2）

令和４年１月以降に順次募集開始予定

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：国土交通省 観光庁 観光資源課
TEL 03-5253-8925
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54. 観光再開・拡大に向けた文化観光コンテンツの
充実事業

令和３年度補正予算額：
６００百万円の内数

適正な収益を生む持続可能な文化観光コンテンツの造成を支援し、文化施設や文化資源の
高付加価値化を促進

文化施設・文化資源の設置者・管理者、観光地域づくり法人（DMO）、自治体、
民間事業者等

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業

支援スケジュール（予定）

支援内容

文化施設や文化資源の高付加価値化に資する上質な文化観光コンテンツの造成等の取組

対象事業の実施に必要な経費を予算の範囲内で負担（１件２０百万円程度を予定）

未定 （2022年４月頃の公募を想定していますが、具体的なスケジュールについては、

今後、文化庁ホームページでご案内いたします）

○問い合わせ先 ：文化庁 参事官（文化観光担当）
TEL 03-6734-4869
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コロナ禍においても地域が誇る文化資源の魅力発信・誘客効果を高めることができるような工夫及
び補助対象期間後も文化芸術の魅力を持続的に国内外へ発信可能にするためのレガシー創出の取組を
行い企画・実施される新規性・創造性が高い文化芸術プロジェクトを支援するとともに、国内外への
戦略的プロモーションを積極的に行い、インバウンド需要回復及び国内観光需要の一層の喚起、「文
化芸術立国」の基盤強化、文化による「国家ブランディング」の強化等を図る。

営利・非営利問わず多様な団体

55. 日本博イノベーション型プロジェクト 令和３年度補正予算額：
９３５百万円

概 要

事業イメージ

対象者

○ 「日本博」プロジェクトとして企画・実施する新規性・創造性が高い文化芸術プロジェクト等
であって、インバウンド需要回復及び国内観光需要の一層の喚起、「文化芸術立国」としての
基盤強化、文化による「国家ブランディング」の強化に資するもの。

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じつつ、地域が誇る文化資源の魅力発信・誘客効果
を高めることができる工夫及び補助対象期間後も文化芸術の魅力を持続的に国内外へ発信可能に
するためのレガシー創出の取組を行うもの。

対象事業

支援内容

支援スケジュール（予定）

補助率：補助対象経費の１/２（加算要件あり。最大2/3）

令和４年１月頃：令和４年度事業公募
令和４年３月頃：採択結果通知
令和４年４月頃：交付決定

○問い合わせ先 ：文化庁 文化経済・国際課 新文化芸術創造室
TEL 03-6734-4468
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56. 文化資源活用推進事業 令和３年度補正予算額：
８０３百万円

国内外へ魅力ある文化観光資源を発信することにより、国内観光需要の一層の喚起
や日本文化に関心がある海外層の訪日意欲を喚起し、地方への誘客を促進することで
地域経済の活性化に寄与する。

地域の文化芸術資源を活用した多様な文化芸術活動やその持続可能な構築に向けて
の取組を支援することで、地域の文化芸術の振興を図る。

地方公共団体

令和４年１月上旬 募集開始
令和４年１月下旬 募集締切
令和４年２月～３月 審査委員会による審査
令和４年３月下旬～４月上旬 審査結果通知

地方公共団体が主体となり、文化芸術分野の専門的人材を活用して地域のアーティスト、
住民や芸・産学官との連携協力を図りながら、観光インバウンドの拡充や地域の魅力ある
文化芸術発信拠点の構築に資する、地域の文化芸術資源を活用した多様な文化芸術活動や
その持続可能な構築に向けての取組

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業

支援スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：文化庁 地域文化創生本部 暮らしの文化・アートグループ
TEL 075-330-6737（直通）
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57. 文化芸術創造拠点形成事業 令和４年度予算案額：
９６１百万円

地方公共団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上させるとともに、我が国の
文化芸術の基盤を形成してきた多様で特色ある文化芸術の振興を図るため、地域の実状を
踏まえた、地方公共団体が主体となって行う文化芸術拠点形成に向けた取組を支援する。

令和４年１月～２月頃：令和４年度事業募集予定
令和４年３月：採択予定

地方公共団体が主体となり、文化芸術分野の専門的人材を活用して地域のアーツカウンシル
機能の強化等に取り組みながら行う、地域アーティストの活動支援、地域住民との協働、地域
の芸・産学官との連携、地域の文化芸術資源を活用した文化芸術活動の実施等、文化芸術創造
拠点形成に向けた総合的な取組

地方公共団体

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業

支援スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：文化庁 地域文化創生本部 暮らしの文化・アートグループ
TEL 075-330-6737（直通）
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58. 国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業 令和４年度予算案額 ：
１１，２０６百万円

文化財建造物の適切な周期による保存修理を行うと共に文化財の解説板、情報機器の設置
や展示、便益、管理のための施設・設備等の特色ある活用の取組に対して支援し、観光資源
としての充実及び地域の活性化を図る。

文化財の所有者、管理団体など（詳細は要項を参照のこと）

概 要

事業イメージ

対象者

（１）根本修理

（２）維持修理

（３）特殊修理

（４）保存修理（近現代建造物）

（５）情報発信

修理時期を捉えた修理現場の公開等

（６）先端技術活用

（７）公開活用事業

文化財を分かりやすく解説する説明板や情報機器の設置、展示、便益、

管理のための施設・設備の整備等

（８）環境保全等

対象事業

支援内容

支援スケジュール（予定）

○修理、情報発信、先端技術活用、公開活用、環境保全等 … 原則補助対象経費の1/2

・交付予定
令和４年4月、6月、9月、11月
令和５年2月初頭

○問い合わせ先 ：文化庁 文化資源活用課
TEL 03-6734-2834
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59. 文化資源を活用したインバウンドのための環境整備 令和４年度予算案額：
２，２０５百万円

文化財をはじめとする我が国固有の文化資源に付加価値を付け、より魅力あるものにすべく
“磨き上げ”る取組を支援し、観光インバウンドに資するコンテンツ作りを進めるとともに、
先端技術を駆使した効果的な発信を行い、観光振興・地域経済の活性化の好循環を創出する
３つの事業を行う。

事業イメージのとおり

地方公共団体、民間事業者 等

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業
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【日本博を契機とした観光コンテンツの拡充】
・主催・共催型プロジェクト（委託事業）

① 総合大型プロジェクト：上限8,000万円

② 分野別大規模プロジェクト：上限6,000万円

・国際的文化フェスティバル展開推進事業

補助率：補助対象経費の１/２（加算要件あり。最大2/3）

・地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業

補助率：補助対象経費の１/２（加算要件あり。最大2/3）

【Living History（生きた歴史体感プログラム）事業】

文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとするための取り組み（Living History）

を支援することなどにより、文化財の活用による地域活性化の好循環の創出を行う。

また、訪日外国人観光客が多く見込まれる「日本遺産」や「世界文化遺産」などにおいて、

地域全体で魅力向上につながる一体的な整備を行うことで、観光拠点としての更なる磨き上げ

を図る。
※補助率：補助対象経費の１/２（加算要件あり。最大2/3）

【日本文化の魅力発信】

上質なコンテンツを求める層の誘客・周遊・リピート促進を目的に、日本政府観光局と連携し、

日本文化の魅力をオンライン発信する全国規模の事業を、一般競争入札で選定（1者）し実施

する。

スケジュールは未定（各事業ごとにご確認ください。）

支援内容

支援スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：文化庁 政策課
TEL 03-6734-2809
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60. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業
令和４年度予算案額：
２，０７０百万円

文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を生み出すことを目的とする「文化観光
拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」に基づく拠点計画及び地
域計画の策定・実施のための事業について支援。

①② 拠点計画又は地域計画の策定主体又は実施主体となる者

① 認定拠点計画に基づく文化観光拠点施設機能強化事業

② 認定地域計画に基づく地域文化観光推進事業

概 要

事業イメージ

対象者

対象事業

支援内容

支援スケジュール（予定）

①② 機能強化事業、地域推進事業 … ２／３

①② 機能強化事業、地域推進事業
令和４年２月上旬：交付要望受付
令和４年３月下旬：採択結果通知
令和４年５月 ：交付決定予定 ※２次公募は未定

○問い合わせ先 ：文化庁 参事官（文化観光担当）
TEL 03-6734-4893
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その他の関連施策による観光・地域づくり



地域通訳案内士基本指針（第53条）

○ 国土交通大臣は、地域通訳案内士の育成、確保及び活用に関する地域案内士育成等基本指針を策定

◆地域通訳案内士育成等基本指針
・地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項
・地域通訳案内士育成等計画の作成の指針となるべき事項
・地域通訳案内士の育成等に関する重要事項

地域通訳案内士育成等計画（第54条）

○ 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士基本指針に基づき、単独でまたは共同して、地域通訳案内
士育成等計画を定めることができる

◆地域通訳案内士育成等計画
・業務区域
・研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項
・計画の実施に関し必要な事項 等

○研修の修了により資格取得。
（※）研修修了時には効果測定を実施

○全国通訳案内士は英検１級程度の語
学力を求めるのに対し、地域通訳案
内士は地域の実情に応じて設定。

○ 地域通訳案内士育成等計画について同意を得た市町村又は都道府県は研修を実施（第55条）

研修を修了した者は、地域通訳案内士育成等計画に定められた業務区域における
地域通訳案内士としての資格を取得
（※）地域通訳案内士も、業務区域での名称独占が認められる（第60条）

全国通訳案内士との違い

観光庁長官の同意

対 象 者

多様化する外国人観光旅客の需要に的確に対応するため、改正通訳案内士法により全国展開が
図られている地域通訳案内士制度の活用を促し、地域通訳案内士育成等計画の策定を支援。

地域通訳案内士育成等計画を策定する市町村又は都道府県（複数自治体が共同する場合を含む）

これまで、各特例法に基づいて限定的に認められていた地域特例通訳案内士について、通訳案
内士法の改正により全国展開が図られた。この改正通訳案内士法の施行（平成30年1月4日）
により、地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対
応するため、市町村又は都道府県は、単独又は共同して、地域通訳案内士育成等計画を策定し、
地域通訳案内士の育成、確保及び活用を図ることができることとなったことから、今般、当該
計画の策定を支援。

※地域通訳案内士とは
地域を訪れる外国人観光旅客に対し、外国語を用いて有償で観光案内を行うことを業とする者。
地域通訳案内士育成等計画に基づき、市町村又は都道府県が実施する地域の特性に応じた研修
を受講することで資格が付与される。

※地域通訳案内士育成等計画
観光庁長官が定める地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、市町村又は都道府県が地域通訳
案内士の育成、確保及び活用を図るために定める計画。

地域通訳案内士育成等計画の策定を希望する自治体に対し、必要な情報提供、技術的な助言を
行うほか、優良事例の横展開を図るなどの支援を行う。

61. 地域通訳案内士制度

概 要

事業内容

対象者

支援内容

○ 問い合わせ・申請先 ：近畿運輸局 観光部 国際観光課
TEL 06-6949-6796 FAX 06-6949-6135
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観光庁では、消費税免税店になる前に知っておくべき知識、消費税免税店になるために必要な情報、消費税
免税店になってからの免税手続フロー等を詳しく解説した「消費税免税店の手引き」を作成し公開しています。

拡充第１弾 対象品目拡大（２０１４年１０月１日運用開始）

一般物品に加え、消耗品（食品、飲料、薬品、化粧品等）も免税対象に加わり、お菓子や地
酒など、地域ならではの名産品も免税販売できるようになりました。

拡充第２弾 免税手続一括カウンター、港湾臨時販売場届出制度の実現
（２０１５年４月１日運用開始）

・商店街や物産センター等において免税手続一括カウンターを設置することにより、外国人
対応や免税手続に不安のあるお店でも、免税店になることができるようになりました。

・外航クルーズ船の帰港時に埠頭へ免税店を臨時出店するための手続が簡素化され、埠頭で
の免税販売がしやすくなりました。

拡充第３弾 免税対象金額の引き下げ等
（２０１６年５月１日運用開始）

・免税の対象となる金額が引き下げられました。

拡充第３弾その他
・簡便な海外直送手続の創設
・免税手続きカウンター制度

の利便性向上
・購入者誓約書の電磁的記録による保存

拡充第４弾 免税対象要件の緩和
（２０１８年７月１日運用開始）
・一般物品についても特殊包装を

行う等を条件に、「一般物品」と
「消耗品」の合算が認められました。

手続きの電子化（2020年4月1日運用開始 ※2021年10月1日完全電子化移行）

・現行の「購入記録票の旅券への貼り付け、割印」に代え、「免税販売情報の電磁的記録による提出」を
免税販売の要件とします。

・現行の「購入記録票の税関への提出義務」が「税関での旅券の提示義務」に変わりました。

拡充第５弾 臨時免税店制度の創設（２０１９年７月１日運用開始）

・地域のお祭りや商店街のイベント等に７月以内の期間を定めて出店する場合において、
あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする。

○ 訪日外国人旅行者等向けに製造場で販売した酒類に係る酒税の免税制度の創設
（２０１7年１０月１日運用開始）

・消費税免税店（輸出物品販売場）の許可を受けた
酒類製造場において、訪日外国人旅行者等の非居
住者へ販売する酒類について消費税に加え酒税を
免税で販売できるようになりました。

○ 消費税免税店が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で物品を販売する場合は、その販売に
係る消費税が免除される制度のことです。

拡充第６弾 自動販売機の設置に係る免税店の許可（２０２１年１０月１日運用開始）

・免税店の許可申請においては、必要な人員を配置することが要件となっていますが、
免税販売手続が可能な一定の基準を満たす自動販売機を設置した場合、その自動販売機
の設置に係る免税店の許可については、人員の配置が不要になりました。

62. 消費税免税店制度について

消費税免税店制度とは

消費税免税店制度拡充の取組

酒税の免税制度の創設

○ 問い合わせ先 ：近畿運輸局 観光部 国際観光課 TEL 06-6949-6796
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 TEL 06-6966-6025

消費税免税店制度のホームページはこちら →
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免税手続を、第三者に委託できる制度です。

【免税手続カウンター制度とは】

●商店街などの特定商業施設内で外国人に対して
販売する物品の免税手続を、免税手続カウンター
を設置する事業者に代理させることができます。

●免税手続カウンターで合算金額を管理している
場合、同一特定商業施設内での他の手続委託型
消費税免税店と販売額を合算して下限金額を超え
れば、免税の対象となります。

○免税店シンボルマーク
●免税店のブランド化・認知度向上のための免税店シンボルマークで免税店をアピール！
●新たに、免税手続する場所を外国人にわかりやすく示す「免税手続カウンターシンボルマーク」

●免税店シンボルマークを使用する際には、観光庁へ店舗情報等を申請ください。（http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php）

○海外や訪日外国人への情報発信
●観光庁では、海外や訪日外国人に向けて日本の免税店制度や、免税店シンボルマークを掲示する免税店の店舗情報の発信等に取り組んで

います。

※日本政府観光局（JNTO）・免税情報発信サイト（http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php）

・スマートフォン向け観光情報アプリ「Japan Official Travel App」https://www.jnto.go.jp/smartapp/

手続委託型消費税免税店は、商店街・ショッピングセンター及びテナントビルなどの特定商業施設
内で非居住者に対して物品を販売する場合、その免税販売手続を免税手続カウンターを設置する事
業者に代理させることができます。

店舗を超えて合算して、一括で免税手続を行うことができます。

※いずれも税抜価格

2020年4月1日から、現行の紙に
よる免税他続（購入記録票のパス
ポートへの貼付・割印等）が廃止
され、免税販売手続きが電子化さ
れました。

一般型消費税免税店における手続の流れ

手続受託型免税店とは

免税手続カウンターでの買い物のイメージ

手続受託型消費税免税店のおける手続の流れ

免税店になるには、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
● 観光庁ＨＰの消費税免税店サイト（http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html）を

ご御覧頂くか、運輸局、経済産業局の免税制度相談窓口、又は、お近くの税務署までお問い合わせ
ください。

一般型消費税免税店になるには

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php
http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php
https://www.jnto.go.jp/smartapp/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html


様々なデータとの組合せ基盤的な気象データのオープン化・高度化

１.多数の気象データ(ビッグデータ)の提供
・アメダス、高層気象観測、天気予報、注意報・警報
など、地点・地域の観測・予測データ
・衛星やレーダー等のメッシュ状の観測データ
・数値予報等のメッシュ状(３次元）の予測データ

２.過去データのアーカイブ整備
・過去の気象観測データのデジタル化

３.データ利用環境の充実
・インターネットを通じたデータ利用環境の充実(CSV
データのダウンロードサービスの拡充等)
・気象データの入手方法や解説資料、サンプルデータ、
利活用事例等を掲載した気象データ高度利用ポータ
ルサイトの充実

客数や商品の需要予測、
運行経路の選定等に活用

地理データと重
ね合わせてカー
ナビに活用

客数や商品と
気象データを比
較し需要を予測

近年のIoT、人工知能（AI）、ビッグデータ等に関する技術の発展により、幅広い
産業において、データを収集・分析する基盤が整いつつあります。観光産業においても、
気象予測に基づいて、変動する客数に応じた柔軟な価格設定やスタッフ配置を行うなど、
気象データの活用により生産性の向上が見込まれます。

気象庁は、基盤的気象データのオープン化・高度化を進めるとともに、産学官が連携
して気象ビジネスを推進するため設立された「気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)」
を通じて、新たな気象ビジネスの創出に向けた取組を進めています。同コンソーシアム
では、気象データを活用したビジネスを推進するためセミナーや講習会を通じた人材育成
をはじめ、先進的なビジネスモデルの創出や新しい気象情報の利活用を進めています。

○問い合わせ先 ：大阪管区気象台 総務部 業務課
TEL 06-6949-6302

63. ビジネスに気象データを活用しましょう

目的・概要
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気象庁ホームページでは、気温の過去1週間の経過と向こう2週間の予報をまとめて表示し、階級
による色分けやグラフ化により、気温の変動が分かりやすくなっています。

気象庁は、週間天気予報に続く2週間先までの気温の予報「2週間気温予報」を、毎日発表
しています。

2週間先までの高温・低温の持続や急激な気温の変化を把握することで、旅行での衣類等
の準備やイベントでの熱中症予防対策などに活用できます。

○問い合わせ先：大阪管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課
TEL 06-6949-6653

かなり暑い日が続き、夜も暑そう･･･
帽子や日傘、飲み物も準備しよう。

気象庁ホームページ

64. 2週間気温予報を活用してみませんか？

●2週間気温予報
https://www.data.jma.go.jp
/cpd/twoweek/

●早期天候情報
https://www.data.jma.go.jp
/cpd/souten/

明日予報・週間天気予報 2週間気温予報

今
日
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 ４５道府県（東京都と沖縄県を除く）が「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置し、
平成２８年１月から本格稼働。潜在成長力ある地域企業に対し、経営戦略の策定支援と
デジタル実装にも資するプロフェッショナル人材の活用支援活動を行う。

 各拠点は、地域企業の経営者を対象に、成長戦略や人材戦略への関心を高めるセミナー
等の活動を展開しつつ、成長が期待される企業を個別に訪問。経営者に「攻めの経営」
と新たな事業展開を促すとともに、企業の成長に必要なプロ人材ニーズを明確に切り出
し、優良な雇用機会として人材市場に発信する。

 地域金融機関や各種支援機関等とも、有望企業の発掘や成長戦略の策定などで積極的に
連携。人材ビジネス事業者とも密接に連携しつつ、様々な形でプロ人材の還流実現に取
り組む。

 専門人材の常勤雇用だけでなく、東京圏などの都市部の大企業をはじめ、地域の幅広い
企業に対し、副業・兼業を含めた多様な形態での人材マッチングを進める。

65. プロフェッショナル人材事業

概 要

事業イメージ

地域企業

対象者

令和４年度予算案額：

１００百万円
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企業概要

業種 地域連携DMO

本社所在地 秋田県大館市

創業年 平成28年４月

代表取締役 CEO 中田直文

従業員数 １０人（プロパー８人）

採用したプロフェッショナル人材

主な事業の内容

秋田県北部４市町村よりなる地域連携DMOとして２０１６年に発足し、海外で知名度の高い
秋田犬をフックに地域の観光・物産を活性化・促進。SNS分析、ペルソナマーケティングなど
の手法を駆使し外国人宿泊者数の増加、地域の物販拡大を推進している。

企業の課題・プロフェッショナル人材を採用したきっかけ

民間ならではのスピードで地域連携DMOをマネジメント出来るプロ人材を募集。
「官」の持つリソースを「民」のノウハウで活用し、地域の稼ぐ仕組みを構築するとともに地
域コーディネーターを育成し秋田犬をフックにインバウンドの誘客、物品販売の拡大を加速。

海外事業経験豊富なマルチリンガルを事務局長
として採用
秋田犬をフックにインバウンドの誘客、物品販
売の拡大加速

一般社団法人 秋田犬ツーリズム

マッチング事例

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進室
TEL：03-6257-1412

プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト
URL：http://www.pro-jinzai.go.jp/

年齢・
家族構成

４０代・独身

経
歴

1998年 米国系航空会社

還流ルート Ｉターン

出身地
千葉県
印旛郡

前
居住地

千葉県印旛郡

2009年 日系IT企業中国事務所勤務

役職名等 事務局長

前職
JASDAQ上場企業で経営企画職として海
外事業所の設立、事業立ち上げに携わる

2017年 当社入社
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・「地方創生カレッジ」は28年12月に開講し、デジタルを含む地方創生に真に必要かつ
実践的なカリキュラムを、ｅラーニング形式等で幅広く提供するほか、地域課題に対応
した実地講座を実施。また、web上での連携・交流のほか、地方創生に熱意のある関係者
のネットワーク拡充を図ることで、地方創生人材の育成・確保に繋げていく取組み。

・ DMOを中心とした観光分野の講座も多数提供している。

66. 地方創生カレッジ事業 令和４年度予算案額：

２１７百万円

概 要

事業イメージ

対象者

地方創生に関心のある方。
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講座名（制作者）

DMO特別講座（特定非営利活動法人 現代経営学研究所）

講座紹介

主に行政担当者、集客関連従事者、まちづくりを実践されている（関心のある）方を対象にしていま
す。本講座では、観光による地域づくりの中核を担うDMOの役割と運営方法の多様なあり方につい
て事例を通じて学びます。

講座名（制作者）

観光地経営の理解と実践（学校法人 先端教育機構 事業構想大学院大学）

講座紹介

人口減少が進むこれからの時代、地域への経済効果を最大化することで持続可能な地域づくりを
進めていくことが求められるようになりました。その観光地域づくりを進めるにあたり、「観光地域経
営」の重要性が指摘されています。

地方創生の流れの中で、その観光地経営を効果的・効率的に推進する体制論として登場したのがＤ
ＭＯです。本講座ではＤＭＯ法人の方や観光地経営にかかわる方を対象に、観光による地域経済循
環の仕組みをＤＭＯの視点から整理し、自身の地域で観光による地域経済を正のスパイラルで循環
させることを解説し、「観光地経営」の基本的な知識・考え方から、各地域で実践するための手法を
理解することを目指します。

講座名（制作者）

観光地における顧客管理とリピーター対策（公益社団法人 日本観光振興協会）

講座紹介

ＤＭＯなどの観光地マーケティング担当者、行政の観光振興政策担当者、および、両者に対し外部
より専門的な指導や支援を行う研究者やコンサルタントを対象としています。観光地の持続的な発
展を目的とした顧客（観光客）とのコミュニケーションのあり方について、マーケティングの視点から学
び、各地域での観光振興戦略へ展開していくことを目指しています。

※上記の講座は一例です。このような観光ＤＭＯをはじめとした講座のほか、農業、まちづくりなど
様々な分野での講座を184講座（令和３年１２月末時点）開講しております。

講座例

○問い合わせ先 ： 「地方創生カレッジ」
ＵＲＬ： https://chihousousei-college.jp/

・（公財） 日本生産性本部 地域経営支援センター
TEL 03-3511-4013
FAX 03-3511-4039
E-mail college@jpc-net.jp

・内閣府 地方創生推進室
TEL 03-6257-1412
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内閣府地方創生推進室では、地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、
従来以上の収益を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく「地域商
社事業」を、地域に育て、根付かせるため、様々な角度から支援活動を行っています。

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）に基づき、取組の全国への
さらなる拡大に向けて、地域商社等の事業を自ら興す起業人材、事業経営をサポートする
専門人材を域内で発掘・育成するだけでなく、域外から地域に送り込み、地域が柔軟に受
け入れる仕組み・環境整備に取り組みます。

目指す連携・成長の絵姿

.67 地域の担い手展開推進事業 令和４年度予算案額：

３８百万円の内数

概 要

事業イメージ
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地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、従来以上の収益を引き出し、
そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく「地域商社事業」

・引き続き、ウェブサイト上で随時会員を募集予定
・令和４年度において計８回程度セミナーを開催予定

① ウェブサイト事業と② セミナー事業の２本立てで構成、

地域商社事業に関わる事業者同士や公的機関のネットワーク形成支援を行います。

① 会員事業者の検索機能や、セミナー事業のレポート等を掲載する。また、関係機関
が提供するサービスのリンクなど、ウエブの機能をいかした支援情報等を提供するオン
ラインプラットフォームを運用します。

② 有識者や事業者による発表やグループワークを通じ、実ビジネスに役立つ人脈形成
に資する情報を提供します。

事業を営んでいる、または営む予定がある地域商社や関係する自治体等
（以下の６+２パターンを主に想定するがこれに限られない）

対象者

対象事業

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

○問い合わせ先 ：内閣府 地方創生推進室
TEL 03-6257-1417（直通）
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○総務省 近畿総合通信局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

情報通信振興課 TEL：06—6942-8520

〒540-8535

大阪市中央区大手前１丁目5-44 大阪合同庁舎第１号館４階

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/

○農林水産省 近畿農政局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

農村振興部農村計画課 TEL：075-414-9051 FAX：075-451-3965

農村振興部地域整備課 TEL：075-414-9553 FAX ：075-417-2090

経営・事業支援部地域連携課 TEL：075-414-9101 FAX：075-414-7345

経営・事業支援部地域食品課 TEL：075-414-9025 FAX：075-414-7345

〒602-8054

京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町

http://www.maff.go.jp/kinki/index.html

○経済産業省 近畿経済産業局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県】

通商部投資交流促進課 TEL：06—6966-6033 FAX：06-6966-6087

産業部製造産業課 TEL：06—6966-6022 FAX：06-6966-6082

産業部流通・サービス産業課 TEL：06-6966-6025 FAX：06-6966-6084

産業部産業振興室 TEL：06-6966-6054 FAX：06-6966-6078

〒540-8535

大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第１号館

http://www.kansai.meti.go.jp/

○環境省 近畿地方環境事務所
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

国立公園課 TEL：06-4792-0705 FAX：06-4790-2800

自然環境整備課 TEL：06-4792-0704 FAX：06-4790-2800

〒540-6591

大阪市中央区大手前1-7-31 OMM 8F

http://kinki.env.go.jp/

＊ご相談 ＊お問い合わせは
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○気象庁 大阪管区気象台
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

地球環境・海洋課 TEL：06-6949-6653 FAX：06-6949-6160

〒540-0008

大阪市中央区大手前４丁目1-76大阪合同庁舎第４号館

http://www.jma-net.go.jp/osaka/

○国土交通省 近畿地方整備局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県】

企画部 広域計画課 TEL：06-6942-1141(代) FAX：06-6942-7463

〒540-8586

大阪市中央区大手前１丁目5-44 大阪合同庁舎第１号館

港湾空港部 港湾計画課 TEL：078-391-8361 FAX：078-325-8288

〒650-0024

神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎

http://www.kkr.mlit.go.jp/

○国土交通省 近畿運輸局
【管轄：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】

観光部観光企画課 TEL：06-6949-6466 FAX：06-6949-6135

観光部国際観光課 TEL：06-6949-6796 FAX：06-6949-6135 

観光部観光地域振興課 TEL：06-6949-6411 FAX：06-6949-6135

交通政策部交通企画課 TEL：06-6949-6409 FAX：06-6949-6169

〒540-8558

大阪市中央区大手前４丁目1-76大阪合同庁舎第４号館

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/

＊ご相談 ＊お問い合わせは
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京阪天満橋駅

ＯＭＭビル
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谷町四丁目駅
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線

中央線

合同庁舎
第３号館

合同庁舎
第４号館

合同庁舎
第２号館

■５番出口

■３番出口

天満橋交差点

谷町１交差点

谷町４交差点

谷町３交差点

合同庁舎
第１号館

大阪府庁

■東改札

近畿地方環境事務所

近畿総合通信局

近畿経済産業局

近畿地方整備局

大阪管区気象台
近畿運輸局

テレビ大阪

ドーンセンター

追手門学院

法務局

Ｎ
Ｈ
Ｋ

近畿農政局

・地下鉄烏丸線「丸太町駅」下車 徒歩１５分
・京都市営バス９番系統「堀川下長者町」下車 徒歩１０分

近畿地方整備局

港湾空港部

・大阪合同庁舎第１号館
地下鉄谷町線
「天満橋駅」３番出口
京阪電鉄
「天満橋駅」東改札

・大阪合同庁舎第４号館
地下鉄谷町線・中央線
「谷町四丁目駅」５番出口

・ＯＭＭビル
地下鉄谷町線
「天満橋駅」１番出口から
地下通路（Ｂ2Ｆ）に連絡
京阪電鉄
「天満橋駅」東改札

アクセスマップ
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国土交通省 近畿運輸局観光部

観光企画課・国際観光課・観光地域振興課


